
○　主文
本件控訴（当審で拡張された新たな請求を含む）を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
○　事実
第一当事者の求めた裁判
一　控訴の趣旨
１　原判決を取消す。
２　被控訴人は、控訴人に対し金四六万二八〇〇円及び内金二六〇〇円に対する昭
和四一年六月一日から、内金五二〇〇円に対する同年一〇月一日から、内金五二〇
〇円に対する昭和四二年二月一日から、内金六〇〇〇円に対する同年六月一日か
ら、内金六〇〇〇円に対する同年一〇月一日から、内金六〇〇〇円に対する昭和四
三年二月一日から、内金六四〇〇円に対する同年六月一日から、内金六四〇〇円に
対する同年一〇月一日から、内金六七〇〇円に対する昭和四四年二月一日から、内
金六八〇〇円に対する同年六月一日から、内金六八〇〇円に対する同年一〇月一日
から、内金七一〇〇円に対する昭和四五年二月一日から、内金七二〇〇円に対する
同年六月一日から、内金七二〇〇円に対する同年一〇月一日から、内金七八〇〇円
に対する昭和四六年二月一日から、内金八〇〇〇円に対する同年六月一日から、内
金八〇〇〇円に対する同年一〇月一日から、内金八六〇〇円に対する昭和四八年二
月一日から、内金九二〇〇円に対する同年六月一日から、内金九二〇〇円に対する
同年一〇月一日から、内金一万二二〇〇円に対する昭和四八年二月一日から、内金
一万三二〇〇円に対する同年六月一日から、内金一万三二〇〇円に対する同年一〇
月一日から、内金一万八三〇〇円に対する昭和四九年二月一日から、内金二万円に
対する同年六月一日から、内金二万七五〇〇円に対する同年一〇月一日から、内金
二万二五〇〇円に対する昭和五〇年二月一日から、内金三万円に対する同年六月一
日から、内金三万円に対する同年一〇月一日から、内金四万三五〇〇円に対する昭
和五一年二月一日から、内金四万八〇〇〇円に対する同年六月一日から、内金四万
八〇〇〇円に対する同年一〇月一日から、各支払ずみまで年五分の割合による金員
を支払え。
３　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
４　右２項について仮執行宣言。
二　控訴の趣旨に対する答弁
１　本件控訴（当審で拡張された新たな請求を含む）はこれを棄却する。
２　控訴費用は、控訴人の負担とする。
３　担保を条件とする仮執行の免脱宣言。
第二　当事者の主張
当事者双方の主張は、別紙記載のとおりである。
第三　証拠関係（省略）
○　理由
第一　控訴人の地位及び控訴人に対し老齢福祉年金支給停止処分がなされた経緯と
その根拠について
一　控訴人が明治二九年二月三日生まれの日本国内に住所を有する日本国民であ
り、満七〇才に達した昭和四一年二月三日に国民年金法（昭和三四年法律第一四一
号。但し以下単に「国民年金法」というときは、前後の文脈上、別異に解すべきこ
との明らかな場合のほか、昭和四一年法律第六七号による改正前のそれをいい、ま
た、単に「条」というときは、前後の文脈上、別異に解すべきことの明らかな場合
のほか、国民年金法のそれをいう。）八〇条二項本文の規定により、同法七九条の
二の老齢福祉年金（以下同法八〇条一項及び二項本文の規定による同法七九条の二
の老齢福祉年金を一括して「国民年金法八〇条の老齢福祉年金」ということがあ
る。）の受給権を取得したこと、控訴人は同年同月四日北海道知事に対し、老齢福
祉年金受給権の裁定を申請したところ、北海道知事は同年同月二五日控訴人に対
し、昭和四一年三月分以降老齢福祉年金（当時その年金額は同法七九条の二第三項
により、一万五六〇〇円と定められていた。）の受給権者であることを裁定した
が、当時控訴人は、その主張のような事情（別紙請求原因１の（三）の（１）、
（２）前段（但しＡが廃人同様の余生を送つたとの点を除く。）（３）、（４）に
摘示の事情）により、恩給法（大正一二年法律第四八号。但し以下「恩給法」とい
うときは、前後の文脈上、別異に解すべきことの明らかな場合のほか、昭和四一年
法律第一二一号による改正前のそれをいう。）七三条、七五条一項三号に基づく扶
助料として年額八万一一五四円のいわゆる増加非公死扶助料を受給していたので、



北海道知事は、これを理由として、右同日付で、控訴人に対し老齢福祉年金の支給
を停止する旨の処分（以下「本件支給停止処分」という。）をしたこと、以上の事
実はいずれも当事者間に争いがない。
二　国民年金法七九条の二第六項、六五条一項一号によれば、「老齢福祉年金の受
給権者が公的年金給付（五条二項所定の公的年金給付に労働者災害補償法の規定に
よる年金給付を含めたもの。以下同様とする。なお、以下において「公的年金」と
いうときは公的年金給付にかかる年金をいう。）を受けることができるときは、そ
の該当する期間、老齢福祉年金の支給を停止する。」ことになり、これが原則であ
るが、同法七九条の二第六項、六五条三項によれば、右の例外として、「老齢福祉
年金の額及び公的年金給付の額がいずれも二万四〇〇〇円未満であるときは右の原
則は適用しない。但しこれらの額を合算した額が二万四〇〇〇円をこえるときは、
老齢福祉年金のうちそのこえる額に相当する部分についてはこの限りでない。」と
いうことになる。しかし、老齢福祉年金の額は、前述のとおり一万五六〇〇円と法
定され、二万四〇〇〇円未満であるから、右例外は「公的年金給付の額が二万四〇
〇〇円未満であるときは右の原則は適用しない。但し老齢福祉年金の額と公的年金
給付の額を合算した額が二万四〇〇〇円をこえるときは、老齢福祉年金のうちその
こえる額に相当する部分についてはこの限りでない。」ということになる。そこで
右原則と例外とを総合すれば、「老齢福祉年金受給権者が二万四〇〇〇円以上の公
的年金給付を受けることができるときは老齢福祉年金の支給を停止する。」と解す
ることができるが、これは七九条の二第六項六五条一項一号、三項によるものであ
る（以下右の解釈を可能にする限りでの、七九条の二第六項、六五条一項一号、三
項を「一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定」ということにす
る。）。
また、国民年金法八〇条一項又は二項本文の規定における、同法七九条の二の老齢
福祉年金を支給する旨の文言の中には、同法八〇条一項又は二項本文の規定によつ
て支給される老齢福祉年金についても、同法七九条の二第二項以下の規定が当然に
適用される趣旨を含むものであることはいうまでもない。
三　そこで一及び二に判示したところによれば、北海道知事のした本件支給停止処
分は、国民年金法八〇条二項本文、七九条の二第六項、六五条一項一号、三項（一
般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定）によつたものと認めるのが
相当である。本件支給停止処分が同法八〇条二項本文、七九条の二第六項、六五条
一項一号のみによつたものとみるのは相当でない。
第二　本件支給停止処分の無効事由について
一　控訴人は、老齢福祉年金の受給権者が他の公的年金給付を受けることができる
ときには、原則として老齢福祉年金の支給を停止する旨定めた国民年金法七九条の
二第六項及びこれが準用する限りにおいての同法六五条一項は、憲法二五条一項に
違反して無効である旨主張する。これは、要するに、本件支給停止処分の根拠とな
つた一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定の憲法二五条一項違反
を主張するものと認められるので、これについて判断する。
１　先ず、憲法二五条一項の保障するいわゆる生存権とはいかなる権利であるかに
ついて考察してみる。
憲法二五条一項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する。」と規定し、同条二項は、「国は、すべての生活部面について、社会福
祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定して
いる。この一項の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みう
るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであり、右二項の規
定は、国民の生活を一定水準に確保すると共にその向上を図るために国が実施すべ
き施策のうち重要な事柄を列記し、国がこれらの施策を実施するよう努力する責務
を負うものであることを明らかにしたものであるということができるが、憲法二五
条が、その二項のほかに、わざわざその一項を規定していることから考えても、ま
たそもそも国家による国民の生存権保障の思想は、近代における資本主義経済のめ
ざましい発展に伴つて、国民相互間における貧富の隔差が次第に拡大し、少数の富
める者と多数の貧しい者とが生ずるに至つた社会事情を背景として、国民全体の連
帯責任において、国民の中の経済的弱者に対して「人間らしい生活」を保障すべき
であるという理念として歴史的に形成されてきたものであり、わが国においても、
戦後の急速な個人主義思想の普及と家族制度の崩壊により、労働能力を失つた老
後、子らからの十分な扶養は必ずしも期待し難いという現象が次第に一般化するに
つれてその意味内容の重要性が一層加わるに至つたものであつて、憲法二五条一項



の保障する国民の生存権もまた右のような生存権思想を憲法規範に高めたものと解
するのが相当であることから考えても、はたまた、憲法が個人の尊厳を基調とする
基本的人権の保障をもつて、その最も重要な基本原理の一つとし、憲法二五条一項
による生存確保障はその重要な一環をなしているものであることから考えても、憲
法二五条一項をもつて唯単に、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営
み得るように国政を運営すべきことを国家の政治的責務として宣言したにすぎない
ものとか、あるいは唯単に特定の立法指針を示したにすぎないものと解することは
できない。しかしながら、国が憲法二五条一項によつて国民に対して健康で文化的
な最低限度の生活を保障するとはいつても、代表民主制を採る憲法のもとにおい
て、国民が国に対して、直接に、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要
な特定の立法をなすべきことを要求する権利を有するものと解し得ないことは固よ
り、憲法が、個人の尊厳と私有財産権を保障することにより、わが国が基本的に資
本主義経済体制をとることを前提とし、国が国民の経済生活のあらゆる部門を完全
に統制する構造は採つていないことからすれば、国民が憲法二五条一項を根拠とし
て国に対して健康で文化的な最低限度の生活を営むための、積極的な行為や給付を
要求することのできる具体的な権利を有するものと解することはできない。
以上考察したところによれば、憲法二五条一項により、国は、すべての国民が健康
で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべき責務を負うというこ
との中には、国は、国民に対し、右のような責務を、その履行を法的に強制される
ことはないところの法的義務として負うという趣旨を包含するものと解するのが相
当であり、従つて、憲法二五条一項による国民の権利は、国の右の法的義務に対応
した内容のものということになる。なお、憲法二五条一項でいう健康で文化的な最
低限度の生活なるものは、抽象的な概念であつて、その具体的内容は、経済、文化
の発達の程度によつて異なると共にその進展に伴つて向上するものであり、その意
味で相対的なものであり、憲法二五条二項は、右のような同条一項の趣旨を具体化
し、強化したものと解するのが相当である。
２　ところで、憲法二五条二項に基づく一定の立法によつて国民に実定法上の一定
の権利が与えられた場合に、仮令、その権利の内容が、憲法二五条一項にいう健康
で文化的な最低限度の生活を営むために不十分なものであるとしても、具体的事件
において、当事者たる国民が当該立法が憲法二五条に違反して無効であると主張す
ることは、法的には無意味なものとして許されないものと解せざるを得ない。けだ
し右の場合に、仮りに当該立法が違憲、無効であるとしても、前述のとおり、国民
が国に対して憲法二五条一項を根拠として、直接に、健康で文化的な最低限度の生
活を営むために必要な特定の立法をなすことを要求する権利を有しないものである
以上、当該立法によつては国民に実定法上の権利がなにも与えられなかつたことに
帰するだけであつて、当事者たる国民にとつて右のような主張をすることは、法的
には、利益を欠くからである。尤も、右の場合、具体的事件における、国民の、当
該立法についての憲法二五条一項違反の主張の趣旨は、当該立法によつて与えられ
た実定法上の権利よりも、もつと利益の大きい権利を国民に与えるような立法を国
会がしないことをもつて違憲とするに在る場合もあるであろうが、かかる主張も立
ち得ない。けだし、国会がある特定の立法をしないことが違憲とされるのは、国会
が当該立法なすべきことが憲法上明文をもつて規定されている場合か若しくはそれ
が憲法解釈上明白な場合に限られるものと解すべきところ、国が憲法二五条一項に
よつて国民に対して負うところの法的義務は、前述のとおり、その内容においても
その性質においても抽象的なものであつて、特定の具体的な立法をなすべき義務で
はないからである。これを要するに、憲法二五条二項に基づく一定の立法によつて
国民に実定法上の一定の権利が与えられた場合、具体的訴訟事件において、当該立
法を憲法二五条一項違反とする余地はないものといわざるを得ない。
しかしながら、国が憲法二五条一項により国民に対して、前述のような法的義務を
負うものと解する以上、もし国の立法府としての国会がこの義務に違反して国民の
健康で文化的な最低限度の生活を不可能ならしめるような立法をした場合には、そ
の立法は憲法二五条一項に違反して無効なものといわなければならない。のみなら
ず、憲法二五条二項に基づく立法によつて一旦実現した国民の実定法上の権利（そ
れは憲法二五条一項の生存権を法律によつて実質化、具体化した、その現象形態と
いうこともできるものである。なお、右の権利は必ずしも即時履行を求め得るもの
であることは要せず、条件付又は期限付のものであつてもよい。）を制限する立法
を国会が全くの自由な裁量によつてなしうるものと解することはできない。即ち右
のような立法をするか否か、これをするとして如何なる程度においてこれをするか



についての国会の裁量については、憲法二五条一項による前述の、国の法的義務に
由来する一定の制約があり、国会は、公共の福祉のため当該制限を必要とする合理
的な理由（以下単に「合理的な理由」ということがある。）がなければ右のような
制限立法をすることはできないものと解さざるを得ない。尤も、憲法二五条一項で
いう健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な概念であつて、その具体
的内容は、経済、文化の発達の程度によつて異なると共にその進展に伴つて向上す
るものでもあり、その意味で相対的なものであることは前述のとおりであり、憲法
二五条二項に基づく立法による国の施策ないし給付の中には、現に生活に困窮して
いる者を保護するためのものもあれば、一応一定水準の生活をしている者が生活困
窮に陥らないようにするため、あるいは、多少ともその生活水準を向上させるため
になされるものもあり、また、一旦実現した実定法上の権利といつても権利として
の具体性の程度は異なり得るし、また当該立法がなされた後、それを制限する立法
がなされるまでの期間が長い場合もあれば短い場合もあり、従つて憲法二五条二項
による立法によつて一旦実現した国民の実定法上の権利を制限する立法をすること
によつて既に右の権利を有していた者に生ずるおそれのある生活上の緊急状態には
軽重の差があり得る。また、憲法二五条二項に基づく立法による国の施策ないし給
付の中には保険料その他の形態による国民の側の出捐に対する反対給付たる性質を
多少とも帯有するものもあれば、かかる性質を全く帯有しないものもある。それゆ
え、憲法二五条二項に基づく立法によつて一旦実現した国民の実定法上の権利を制
限する立法をするについての国会の裁量の幅については当然に広狭の差があるもの
といわなければならない。さきに、国会は、右のような制限立法をするには、公共
の福祉のため当該制限を必要とする合理的な理由がなければならない、と述べた
が、右のとおりであるから、たとえば、国会の右裁量権の幅が広い場合には、右の
合理的理由は、一応のものであればたりることになる。
３　憲法は、国民主権の原理のもとに、国民の信託にかかる国権の三権のうち、立
法権を国会に（四一条）、行政権を内閣に（六五条）、司法権を裁判所に（七六条
一項）それぞれ独立に分属せしめ、互に他を抑制し均衡を保つように仕組んでいわ
ゆる三権分立制を採つているのであるから、立法は国会の権限に属することはいう
までもなく、一般的にかつて、国会がある立法をするか否か、また立法をするとし
て何時如何なる内容の立法をするかは、その裁量によるものであり、国会は広範な
政治的、社会的情勢をふまえて、政治的、政策的あるいは技術的な見地からその責
任においてこれを決する権限と使命を有するのであるから、裁判所としては、憲法
の採る三権分立の原則上、国会がある一定の立法をするか否かの、裁量的判断にみ
だりに介入すべきものではないことはいうまでもない。しかしながら、憲法上、国
政は、国民の厳粛な信託に基づき、国民の代表者が行なうものであり（前文一
項）、国民の基本的人権は、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で最
大の尊重を必要とするものであり（一三条）、国会議員は憲法尊重擁護の義務を負
つている（九九条）のであつて、これに憲法が国の最高法規である（九八条）こと
を合わせ考えると、国会の立法権は全くの無制約な自由裁量に委ねられたものと解
することはできず、あくまで憲法を頂点とする現行法秩序の許容する範囲内におい
てのみ自由裁量たりうるものといわなければならない。憲法八一条が裁判所にいわ
ゆる違憲立法審査権を与えているのも、右のような理解を前提とするものであるこ
とはいうまでもない。
ところで、憲法二五条二項に基づく立法によつて一旦実現した国民の実定法上の権
利（これは憲法二五条一項による生存権を法律によつて実質化、具体化した、その
現象形態ということもできるものであることは前述のとおりである。）を制限する
立法をするか否か、これをするとして如何なる程度においてこれをするかについて
の国会の裁量については、憲法二五条一項による前叙の国の法的義務に由来する一
定の制約があることは前述のとおりであるが、仮令、国会の立法、裁量についての
制約であるにせよ、それが特定の憲法条文に由来するものである以上、裁判所は具
体的訴訟事件において、立法府の裁量を尊重しながらも、なお、憲法八一条によ
り、右のような立法における国会の裁量の当否を判断することによつてその憲法適
合性を審査することができるものといわなければならない。
４　国民年金法が憲法二五条二項に基づく立法であることは同法一条の規定からも
明白であり、従つて同法によつて所定の者に与えられる老齢福祉年金の受給権は、
憲法二五条二項に基づく立法によるものであることはいうまでもないが、同法の制
定ないしその後の改正経過（これについては後述する。
）に徴すると、国民年金法八〇条一項所定の者は、同法の施行と同時に老齢福祉年



金の受給権を取得したものであり、同法八〇条二項本文所定の者は同法の施行と同
時に同人が満七〇歳に達することを条件として老齢福祉年金の受給権を取得したも
のであり、同法七九条の二第一項所定の者は昭和三七年法律第九二号による国民年
金法の一部を改正する法律により新らたに同条が設けられ、右法律が施行されると
同時に、その第一項所定の要件を充足し、かつその者が満七〇歳に達することを条
件として、老齢福祉年金の受給権を取得したものということができる。そして国民
年金法上、老齢福祉年金の受給権を取得した者は、仮令、公的年金給付を受けるこ
とができるときであつても、同法八三条の規定により、都道府県知事に請求して右
受給権の裁定を受けることができるものである。以上によれば、国民年金法八〇条
一項所定の者と同条二項本文所定の者とは同法の立法と同時に老齢福祉年金の受給
権を無条件で又は条件付で実定法上の権利として取得したものであり、同法七九条
の二第一項所定の者は、前記法律の施行と同時に老齢福祉年金の受給権を条件付で
取得したものということができる。なお、昭和三八年法律第一五〇号によつて国民
年金法八三条二項が削除される以前においては、同法同条同項により、同法八〇条
一項又は二項本文所定の者は、仮令、老齢福祉年金の受給権を取得したとしても、
その者が公的年金各法に基づく年金たる給付（昭和三六年法律第一六七号による改
正前の国民年金法五条二項参照）を受けることができるときは、引き続きこれに該
当する間、老齢福祉年金受給権の裁定請求をすることはできないものとされていた
ので、その場合、その者が果して老齢福祉年金の受給権を実定法上の権利として取
得したものといい得るか否かについて疑問がないではなかつた。しかしこの疑問は
前記の昭和三八年法律第一五〇号によつて国民年金法八三条二項が削除されたこと
によつて払拭された。
右のとおりであるから、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定
は、憲法二五条一項に基づく立法によつて実現された実定法上の権利としての老齢
福祉年金の受給権を制限する規定に当たるものということができるものであり、従
つて裁判所は、３で説示したところによつて、その憲法適合性判断をすることがで
きるものといわなければならない。
なお、国民年金法の制定ないしその改正経過によれば、国民年金法によつて所定の
者に老齢福祉年金の受給権を無条件に又は条件付に取得させる立法をしたのと老齢
福祉年金の受給権者が一般の公的年金の給付を受けることができるときの老齢福祉
年金の併給制限規定を立法したのとは、全く同時であつたことが明らかであるが、
かかる立法経過から見る限り、右併給制限規定を立法するに際しての立法府の有し
ていた裁量権の幅は広大なものであつたといわざるを得ない。況んや老齢福祉年金
の受給権を条件付で取得する者が条件成就の暁に適用されるものとしての右併給制
限規定を立法するに際して立法府の有していた裁量権の幅は一層広大なものであつ
たといわざるを得ない（なお、以上のように見てみると、一般の公的年金受給によ
る老齢福祉年金の併給制限規定の立法とはいつてもそれを国民年金法のどの条項に
よる老齢福祉年金についての支給制限とするのかによつて立法府の裁量幅には差が
あることになるが、以下において右併給制限規定の憲法適合性判断をするに当つて
は、それが国民年金法八〇条の老齢福祉年金についての支給制限であることを前提
とし、また同法八〇条の老齢福祉年金の支給制限である限り、右併給制限規定立法
上の立法府の裁量幅は同一であるという仮定に立つことにする。）。
５　そこで、進んで、国民年金法の老齢福祉年金、就中同法八〇条の老齢福祉年金
は憲法二五条二項に基づく国の施策として基本的にどのような性格のものなのか、
憲法二五条二項に基づく諸々の国の施策の中でそれはどのように位置付けられるの
かを検討してみることにする。
（一）　成立に争いない乙第三一、第三二号証の各記載によれば、国が憲法二五条
一項の生存権保障の趣旨を具体的に実現するための施策として実施しているいわゆ
る社会保障制度には、大別して、Ｉ現に生活の困窮に陥つた者に対し、国が直接公
的な負担において、健康で文化的な最低限度の生活を保障するいわゆる救貧施策と
しての生活保障と、ＩＩ主として、疾病、死亡、老齢、失業その他生活困窮の原因
に対し保険的方法又は直接公的な負担において、所得を保障するいわゆる防貧施策
としての経済保障と、ＩＩＩ傷病、出産等に伴う所得、医療費の保障と、ＩＶ労働
災害、失業等に伴う労災保障、失業保障との四部門があるものとされていることが
認められるが、右Ｉの部門の社会保障制度として生活保護法による生活保護の制度
がある。国民年金法による老齢福祉年金制度の基本的性格を明らかにするには、こ
れを生活保護法による生活保護の制度とを比較対照し、両者の関係を明らかにする
ことが肝要と思料されるので、先ず生活保護法制定の沿革とその概要を見てみるこ



とにする。
戦後の昭和二一年（一九四六年）二月に、占領軍当局は、生活困窮者に対する国の
責任として無差別平等保護の施策をとるべきことを明らかにした「社会救済に関す
る覚書」を出した。そこで、国は、その要求に基づいて、「生活困窮者緊急生活援
護要綱」を立案し、昭和二一年九月生活保護法（昭和二一年法律第一七号、以下
「旧生活保護法」という。）を制定した。しかし、昭和二二年に憲法が施行される
に伴い、同法二五条一項に規定する理念に基づき、国民に対し最低限度の生活を保
障することを目的として、昭和二五年四月に新たに生活保護法が制定され、旧生活
保護法が廃止された。ところで、生活保護法は、一条において、「この法律は、日
本国憲法二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対
し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると
ともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、また、三条におい
て、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維
持することができるものでなければならない。」と規定する。これによれば、生活
保護法における生活保護の制度は、憲法二五条一項の生存権保障の趣旨を直接具体
的に実現する目的をもつて制定されたいわゆる救貧施策の制度であるということが
できる。従つて、生活保護は、生活困窮のため最低限度の生活を維持できない者で
あれば、その困窮に陥つた原因がどのようなものであるかに関係なく、また、人
種、信条、性別、社会的身分、門地などによつて差別的取扱を受けることなく、平
等に行わなければならないから、同法二条は、「すべて国民は、この法律の定める
要件を満たす限り、この法律の保護を無差別平等に受けることができる。」と規定
しているが、他方、国家の責任の下で保護を受けるにあたつては、個人として先ず
可能なあらゆる手段を活用して生活の維持に努めるのが前提要件であり、そうして
もなお不足ある場合に、はじめてその不足を補うものとして公的扶助を受けるとい
うのが基本原理であるから、同法四条一項は、「保護は、生活に困窮する者が、そ
の利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のため
に活用することを要件として行われる。」と規定し、また同条二項は、「民法に定
める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に
優先するものとする。」と規定し、いわゆる保護補足性の原則を明らかにしてい
る。更に、同法八条一項は、保護の程度について、「保護は厚生大臣の定める基準
により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満た
すことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」旨規定し、同条二
項は、保護の基準について、「前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成
別、所在地域別、その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活
を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならな
い。」と規定すると共に、同法九条は、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康
状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うもの
とする。」と規定して、いわゆる必要即応の原理をとることを明らかにしている。
なお、同法一一条によると、保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医
療扶助、出産扶助、葬祭扶助があり、これらの扶助は要保護者の必要に応じて単給
又は併給されるが、同法一二条によれば、生活扶助は困窮のため最低限度の生活を
維持することができない者に対して、衣食その他日常生活の需要を満たすために必
要なもの及び移送について行われるものとされている。
生活保護法の右のような規定からすると、生活保護法に基づく生活保護の制度は、
資産、能力その他あらゆるものを活用しても、なお、生活に困窮する者に対し、そ
の現在の生活需要を基とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障しようとするも
のであつて、その保護の実施は、生活困窮の程度、態様に応じて具体的、個別的で
あり、具体的には、厚生大臣が、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別等の諸事情
を考慮してあらかじめ一定の基準を定めておき、その一定基準に達していない者に
対し、その不足分を金銭又は物品を給付して補うという原則を採り入れているもの
であることが明らかである。右のように、生活保護法による生活保護は、生活困窮
者に対して具体的、個別的に最低限度の生活を保障することを目的とするものであ
るから、その保護を実施するに際しては、保護の実施機関は、個々の保護の申請に
対して、保護の要否、種類、程度及び方法を決定することを必要とするが（同法二
四条）、その認定を行うため、要保護者の資産・収入状況、健康状態、扶養義務者
の資産・収入その他の事項を調査（いわゆるミーンズ・テスト）をすることができ
るものとされている（同法二八条、二九条）。
（１）　次に、わが国における国民年金制度の沿革を見てみることにする。



前掲乙第三一、第三二号証、いずれも成立に争いない乙第五ないし第二八号証、同
第三三号証の各記載、原審における鑑定人Ｂ及び同Ｃの各鑑定の結果を総合する
と、次の（１）ないし（１０）の各事実が認められる。
（１）　国民年金制度は、憲法二五条二項に規定する理念に基づき、老齢、廃疾又
は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止
し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的として（国民年金
法一条参照）、昭和三四年に発足したものである。
（２）　もともと、年金制度というものは、老齢、障害、死亡など国民が個々人で
は事前にこれに十分備えておくことが必ずしも容易ではない事故（老齢を事故とい
うのは措辞として必ずしも妥当ではないが、叙述の便宜上このように称することに
する。）によつて生活の安定がそこなわれるのを社会連帯の考え方に立つて公的に
救済し、国民生活の安定を図ろうとする制度であるが、年金制度の構成や普及状況
は、それぞれの国の経済社会の状況、発展や国民の意識などと密接にかかわりあい
をもつており、各国ともその時代や経済社会事情に応じた年金制度を設けているの
が実情である。
（３）　わが国の公的な年金制度は、明治八年の海軍退隠令、翌九年の陸軍恩給令
によるいわゆる軍人恩給制度にその淵源をみるが、明治一七年の官吏恩給令によつ
ていわゆる文官に対する恩給制度も発足し、これらが大正一二年に恩給法に統一さ
れ、公務員（文官、軍人、教育職員、警察監獄職員、待遇職員）及びこれに準ずべ
き者（準文官、準軍人、準教育職員）並びにその遺族に対し恩給を給することにな
つた。また、鉄道、専売、印刷、逓信、造幣、営林などのいわゆる現業官庁に勤務
する者に対しても、大正八年頃から恩給法にならつた年金制度を採り入れられた
が、これらが旧国家公務員共済組合制度に承継され、更に、これは、前述の恩給法
と合体して、各種の共済組合制度に発展してきたものである。他方、わが国の労働
者に対する年金制度については、先ず、昭和一四年の船員保険法の制定によつて、
海上勤務者に対する年金制度が実施されたのがその嚆矢であるが、昭和一六年に労
働者年金保険法が制定されたことによつて、工場、鉱山等の一般労働者を対象とす
る年金制度も設けられ、更に、後者は昭和一九年厚生年金保険法と改称され、五人
以上の事業所に勤務する労働者にも年金制度が拡大適用されることになつた。
そして、これらの年会制度は、原則としてその資金を被保険者が拠出し、一部を国
庫が負担するという社会保険方式を採つていた。
（４）　しかし、これらの年金制度は、いずれも一定の要件を具備した被用者のみ
に適用されるものであつて、農民、漁業者、自営商工業者、零細企業の労働者やす
でに老齢に達した多数の国民がこれらの年金制度の適用からとり残されており、而
もこれらとり残された者の中にわが国における貧困世帯（約三割が零細農家、約一
割が零細自営業者、約二割が低賃金労働者、約二割が就業形態不安定な日雇、ある
いは家内労働者、残りの約二割は無業者その他の世帯）のほとんど大部分が含まれ
ていた。ところが、戦後の在外邦人の引揚とこれに伴う出生の増加により、人口
は、昭和二五年までに一〇〇〇万人以上も増加し、多くの失業者が発生し、人口問
題が重要な社会問題となつた。国は、その対策として、先ず産業の振興による人口
収容力の増大を図ると共に、家族計画の普及による人口増加の調整と海外への移民
を進めることにしたが、過渡期に生ずる就業の不足に対しては、失業対策を拡充す
ると共に組織立てた社会保障的施策を行うことにした。また、昭和二七年頃には、
戦後の結婚、出産ブームが収まり、人口出生率が急激に低下する一方、死亡率の画
期的改善の結果によつて平均寿命が伸長し、人口老齢化の現象が現われ始めたが、
戦争によつて資産を失つたまま、終戦後において老後に備えての資力を十分に回復
することがないままに老齢を迎えてしまつた者は少くなかつた。のみならず、戦後
の個人主義思想の滲透と民主主義に立脚した私法制度の改革、経済的諸事情の変
化、特に資本主義経済のめざましい進展によつて主として都市で見られる勤労者の
増加、戦後の農地改革によつて主として農村で見られる自営小農の増加等が原因と
なつて、旧来の家族制度は崩壊し、私生活単位としての世帯は夫婦と未成年の子だ
けを構成員とするものが次第に一般化し、これに伴い、戦前であつたならば、労働
能力を失つた後も、家族制度のもとでその子らと共に同じ家に住み、その子らの扶
養を受け、しかも相応の尊敬を受けながらその子らと全く同水準の生活を維持して
余生を安穏に送るということができた筈の老人が、その子らとは別居して而もその
子らによる充分な扶養を必ずしも受けることができずに孤独な余生を送らざるを得
ないという現象も決してめずらしいことではないようになつたため、これらの老人
に対し社会保障制度の保護を及ぼさなければならない必要が生れると共にこれら老



人の生活保障については、特に、社会連帯の考えに立つて、これに当らなければな
らないことが強調されるようになつた。
（５）　右のような社会情勢を背景に、昭和二六年には、全国社会福祉協議会が中
心となつて、「としよりの日」の大会が催され、老人を救いたいとする提案と決議
が、大きい社会的反響を呼ぶとともに、昭和三〇年以降、「老人に不安のない晩年
を」とのスローガンの下に、恩給や厚生年金制度の対象から外された人々のため
に、国民健康保険的な国民年金制度の創設を求める声が大きくなつた。他方、第二
次大戦後の老人問題、年金制度の整備拡充は世界的傾向であり、殊に、第二次大戦
直後イギリスで完成した「ゆりかごから墓場まで」の社会保障制度はわが国にも紹
介され、社会保障制度を構想する際の指針とされたが、昭和三一年四月には、大分
県をはじめとする四つの地方公共団体で、高齢者を対象とする敬老年金制度が実施
され、その後それが急速に全国的に普及しはじめたことは、地方住民の敬老思想と
年金制度に対する関心を高め、全国的な国民年金制度創設への気運を促すことにな
つた。
（６）　右のように老人保護に関する世論の盛りあがりが見られ、かつ昭和三一年
四月には地方自治体で敬老年金制度が発足したことも反映して、国民皆年金制度創
設の気運が生じてきたことは前記のとおりであるが、昭和三一年は、いわゆる「神
武景気」として謳歌されたように、わが国の経済は急激に好況に転じ、インフレー
シヨンなくして経済の拡大が実現したため、減税をしながらも国家予算が増大し、
国民皆年金制度の創設準備に着手する条件が整つた。そこで、政府当局も国民年金
制度の検討に着手し、昭和三一年一一月厚生省は、社会保障五ケ年計画試案を立案
したが、これには「昭和三一年度から昭和三五年度に至る間に、医療保障の完成を
目標とする外、今後の雇用状勢及び人口の老齢化傾向に鑑み、遅くとも最終年次実
施を目標として老齢年金等老人対策を考究する必要がある。」と述べられ、国民年
金制度の創設の実現に向う方向が明らかにされた。昭和三一年一二月には、鳩山内
閣から石橋内閣への政権の交替が行われたが、新石橋内閣は、本格的に国民年金制
度創設の準備に着手することを公言し、昭和三二年度予算案に、約一〇〇〇万円の
国民年金制度創設準備費が計上された。そして、厚生大臣は、予算案の決定に伴
い、昭和三二年度から国民年金委員を設置し、昭和三四年度実施を目途として、制
度創設の準備を進めることにし、昭和三二年四月には、全国的な規模において高齢
者、身体障害者、長期罹病者、寡婦などの年金対象者を把握し、健康状態、稼働状
況、扶養状況、社会保障給付状況など詳細な基礎調査を実施した。他方、アメリカ
合衆国社会保障行政部・公衆衛生部を中心とする社会保障調査団の勧告によつて、
社会保障に関する企画、政策決定、法律制定の面において勧告するために設置され
た社会保障制度審議会は、昭和二四年五月の第一回総会を開催して以来、国民年金
制度の創設の必要を指摘していたが、年金制度の整備、改革に対する勧告は一向に
実現する方向に向わず、一時年金問題は中断されていたが、昭和三二年五月一五日
内閣総理大臣から「国民年金制度の基本方策」について諮問を受けたので、その後
三〇回にも及ぶ年金特別委員会の審議を経て、昭和三三年六月に答申案を提出し
た。右審議会の答申は、低所得者層を対象とし、拠出額を最低水準の階層に合わせ
ながら、実質的に意味ある年金額を保障するという困難な問題を解決するため、Ｉ
拠出制と無拠出制を構造的に組合せて、無拠出年金を恒久的な拠出年金のベースと
したこと、ＩＩ老齢年金に重点を置き、障害年金、母子年金については支給範囲を
絞つたこと、ＩＩＩ経済成長を考慮して四〇年後までに年金額、拠出額を段階的に
引き上げることにしたこと、ＩＶ国庫負担額を大幅にしたこと等特色ある着想を盛
り込んだものであつた。
（７）　一方、社会保障制度審議会における年金問題の本格的検討開始と前後し
て、厚生省に国民年金委員が設置され、Ｄ外五名が委員に委嘱されて、国民年金の
基本問題に関し審議を続けていたが、昭和三三年七月に「国民年金制度構想上の問
題点」と題する報告書をまとめて厚生大臣に提出した。右報告書は、Ｉ国民年金は
原則として拠出制とし、これに無拠出制を組み合せたものとすること、ＩＩ拠出制
は強制適用とするが、例外的に任意加入を認めるものとすること、ＩＩＩ年金額を
実質的にするため、拠出期間を相当長期とすると共に保険料も若干高めにしたこ
と、ＩＶ無拠出制については、老齢者に対しては七〇歳から、拠出能力のない身障
者、母子世帯については直ちに月額一〇〇〇円程度の年金を支給するものとするこ
と等の着想を盛り込むなど、社会保障制度審議会の答申とは異なる意味で現実的な
配慮が加えられていた。
（８）　厚生省は、以上の社会保障制度審議会の答申及び国民年金委員の報告に基



づいて具体案の作成に着手すると同時に、自由民主党の国民年金実施特別委員会で
まとめた国民年金制度に関する試算資料についても検討を進め、昭和三三年九月二
四日に厚生省第一次案を発表した。この第一次案は、国民年金は拠出制を原則と
し、無拠出制の年金は補完的及び経過的にのみ認めることとし、かつ年金は老齢、
障害及び母子年金の三種類とすると共に、これら必要な規定を包含する単一の国民
年金法を制定するとする自由民主党の国民年金実施対策特別委員会の試算資料を基
本的には踏襲したものであつて、総体的に好評をもつて世に迎えられた。しかし、
厚生省の右第一次案に対し、大蔵省は、主として厚生省の第一次案実施に要する財
政支出は過大にすぎ、到底負担に耐えられないとして、国庫負担割合を少くし、拠
出年金の拠出期間を長くすると共に、無拠出年金には相当厳しい支給制限を行うべ
きであるなどの見解を発表した。
（９）　厚生省の第一次案が決定された後に、最も問題とされたのは、制度実施の
ための事務機構をいかに組織するかという点であつたが、その他にも、公的年金制
度加入者の妻の取扱い、保険料拠出能力のない者の取扱い、母子年金の支給要件、
生活保護制度と無拠出年金制度との関係等が問題とされた。その後、自由民主党内
では、無拠出制中心の年金制度を採用すべきであるとの意見もあつたが、厚生省と
大蔵省は、拠出制を原則とすべきであるとする基本的な点で一致したため、国民年
金実施対策特別委員会は、拠出制を原則としながらも、保険料をつとめて納入し易
い時期、方法で納入する途を開き、更に拠出年金実施時期についても制定後二年な
いし三年間の準備期間を設けることなどを内容とする最終案を決定した。昭和三四
年度の予算編成過程において、厚生省の二二〇億円にものぼる国民年金予算要求に
対し、大蔵省は難色を示し、所得制限を強化するような見解を示したので、厚生省
は、大蔵省の内示に封し、所得制限の緩和による支給範囲の拡大を中心として、予
算の復活折衝を行つたが、容易に受け入れられず、厚生省は無拠出年金対象者三二
三万四〇〇〇人（老齢者二五六万三〇〇〇人、身体障害者二二万人、母子世帯四四
万九〇〇〇人）、昭和三四年三九二億一七〇〇万円の予算要求をしたのに対し、大
蔵省から人員、金額とも約八割程度に抑えられ、かなり厳しい所得制限がつけられ
ることになつた。
（１０）　厚生省は、予算案の決定に引き続き、法制局における法案の審査、関係
省との折衝を一応終えたうえ、前記の第一次案に基づき国民年金法案要綱を作成
し、昭和三四年一月一四日社会保障制度審議会に対して法制定についての諮問を行
い、同月二二日同審議会の答申を得た。最終決定を見た国民年金法案の要綱は、自
由民主党の政調会及び総務会の了解を得たうえ、一月三〇日の閣議で政府の国民年
金法案として正式決定され、二月四日、第三一国会に提出された。国会における社
会労働委員会においては、政府提出の国民年金法案と、社会党が提出した「一般国
民年金税法案」ら五法案とが対比された形で審議されることになつたが、国民年金
法案は、三月一九日衆議院社会労働委員会、同二四日本会議でそれぞれ可決され、
参議院に送付された。参議院では、四月八日社会労働委員会で原案中「援護年金」
を「福祉年金」に一部修正して可決し、同日本会議で委員会案どおり修正可決して
衆議院に回付した。衆議院は、翌四月九日これを可決したので、国民年金法案は一
部文言を修正したのみでほぼ政府原案どおり可決成立し、四月一六日昭和三四年法
律第一四一号として公布された。
（三）　そこで、老齢福祉年金制度を中心として、国民年金法による国民年金制度
の概要を見てみることにする。
（１）　国民年金法による国民年金制度は、前述のとおり、憲法二五条二項に規定
する理念に基づき、老齢、廃疾又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれるこ
とを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与
することを目的とするものであり（一条）、右の目的を達成するため、国民の老
齢、廃疾又は死亡に関して必要な給付を行うものである（二条）。国民年金法は、
そのための方法として、保険料の形式による制度受益者の負担と国庫負担とによつ
て年金給付財源をまかなう社会保険方式の年金制度（八五条一項、八七条、八九条
参照）と、社会保険方式によらず、年金給付財源を専ら国庫負担に負う年金制度
（八五条二項参照）とを併用し、前者を原則的なものとし、後者を例外的、経過的
なものとする。前者はいわゆる拠出制年金制度であり、後者は無拠出制年金制度で
あるが、国民年金法は社会保険方式の年金制度においても、被保険者は一定の場合
に保険料の納付を要しないものとし（八九条）、また所得がないときその他一定の
場合に保険料納付を免除してもらうことができる（九〇条）ものとしているので、
社会保険方式の年金制度も部分的には無拠出制年金制度の性質を有するものという



ことができる。
（２）　社会保険方式による年金制度の概要
イ　社会保険方式による年金制度では、被保険者の資格は法定される。即ち日本国
内に住所を有する二〇歳以上六〇歳未満の日本国民は被保険者とされる（七条一
項）が、明治四四年四月一日以前に生れた者、即ち社会保険方式の年金制度が発足
する昭和三六年四月一日において五〇歳をこえる者は除外される（七四条）。尤
も、右当日において五五歳をこえない者は、その申出によつて任意に被保険者とな
ることができるものとされた（七五条）。同法五条一項にいう被用者年金各法の被
保険者又は組合員（恩給法に定める公務員及び他の法律により恩給法に定める公務
員とみなされる者、農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員並びに国会議員を
含む。）その他同法七条二項各号に所定の者は、被保険者とされない（右所定の者
が任意に国民年金の被保険者となり得るかは別問題。七条三項参照）。
ロ　年金給付の種類としては、（１）老齢年金及び通算老齢年金、（２）障害年
金、（３）母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金、（４）死亡一時金があ
る（右のうち、準母子年金と死亡一時金は昭和三六年法律第一六七号による国民年
金法の一部改正により、通算老齢年金は同年法律第一八二号による同法の一部改正
により、それぞれ新設されたものである。）。老齢年金と通算老齢年金は、六五歳
に達することを支給要件の一つとして支給される年金であり（二六条、二九条の
三）、障害年金は、疾病にかかり又は負傷した者が、その疾病又は負傷及びこれら
に起因する疾病（以下「傷病」という。）についてはじめて医師又は歯科医師の診
療を受けた日から起算して三年を経過した日において、その傷病により一定の廃疾
の状態にあることを支給要件の一つとしてその者に支給される年金であり（三〇条
一項）、母子年金は、夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計
を維持した妻が、夫の死亡の当時、夫又に妻の子であつて一八歳未満であるか又は
二〇歳未満で一定の廃疾の状態にあるものと生計を同じくすることを支給要件の一
つとしてその者に支給される年金であり（三七条一項）、準母子年金は、夫、男子
たる子、父又は祖父が死亡した場合において、死亡者の死亡の当時その死亡者によ
つて生計を維持していた女子が、死亡者の死亡の当時四一条の二第二項所定の準母
子状態にあることを支給要件の一つとしてその者に支給される年金であり（四一条
の二第一項）、遺児年金は父又は母が死亡した場合において、その者の子であつ
て、父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持し、かつ、一八歳未満であ
るか又は二〇歳未満で一定の廃疾の状態にあることを支給要件の一つとしてその者
に支給される年金であり（四二条）、寡婦年金は、夫が死亡した場合において、夫
の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が一〇年以上継続し
た六五歳未満の妻であることを支給要件の一つとしてその者に支給される年金であ
り（四九条一項）、死亡一時金は死亡者の遺族であることを支給要件の一つとして
その遺族に支給される年金であるが（五二条の二。なお、以下において、前述のよ
うな年金支給の原因いかんによる支給要件を「原因による支給要件」ということに
する。）、各年金とも、被保険者又は被保険者であつた者（被保険者の資格喪失原
因については九条、一〇条参照）について、保険料納付済期間（五条三項参照）、
保険料納付済期間と保険料免除期間（五条四項参照）とを合算した期間又は保険料
免除期間のいずれかが一定期間以上（保険料納付済期間については、被保険者期間
のうち保険料免除期間を除いた期間に対するその比率で示される場合を含む。）存
すること又は被保険者期間と保険料納付済期間若しくは被保険者期間と保険料免除
期間とが各一定期間存することのいずれか一つ又は二つ以上をもつてその支給要件
とするものであり（二六条、二九条の三、三〇条、三七条、四一条の二、四二条、
四九条、五二条の二。なお、以下において、各種年金における右のような支給要件
を「保険料納付済期間等による支給要件」ということにする。）、各年金額は右の
保険料納付済期間等による支給要件の充足の態様いかんによつて異なるように法定
されている（二七条、三三条、三八条、四一条の三、四三条、五〇条、五二条の
三）。
尤も、障害年金については、前示の原因による支給要件中、傷病による廃疾状態の
程度が重く、同法別表所定の一級に該当するとき、母子年金については、前示の原
因による支給要件中、妻が夫の死亡の当時生計を同じくしている一八歳未満の子が
一五歳未満であつて、義務教育終了前（一五歳に達した日の属する学年の末日以前
をいい、同日以後引き続いて、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学
部に在学する場合には、その在学する間を含む。）であるか又は妻が夫の死亡の当
時生計を同じくしている二〇歳未満の廃疾状態にある二〇歳未満の子の廃疾状態が



重く、同法別表所定の一級に該当するとき、準母子年金については前示の原因によ
る支給要件中同法四一条の二第二項所定の準母子状態が同法四六条の三第二項所定
の状態であるときには、前述の各保険料納付済期間等による支給要件を大きく緩和
して、それぞれ一律に一定額とした当該年金を支給することにし、これをそれぞれ
障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金と称することにしている（五六条、
五八条、六一条、六二条、六四条の三、六四条の四）。
ハ　老齢年金は、保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算
した期間又は保険料免除期間が二五年以上である者が六五歳に達したときにその者
に支給されるものである（二六条。同条は、昭和三七年法律第九二号による国民年
金法の一部改正によつて右のように改正されたものである。右改正前の同条では、
老齢年金は、保険料納付済期間が二五年以上である者又は保険料納付済期間が一〇
年以上であり、かつその保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二
五年以上であるものが六五歳に達したときに支給されるものとされていた。）が、
その年金額は保険料納付済期間及び保険料免除期間の各年数に応じて算出されるよ
うに法定されている（二七条）。尤も昭和五年四月一日までに生れた者即ち昭和三
六年四月一日現在で三一歳をこえる者については、年齢に応じて、老齢年金の受給
資格期間を二四年ないし一〇年とする特例を定め（七六条）、右に該当する者であ
つて、かつ保険料納付済期間が一年以上二〇年未満である者につき老齢年金額の特
例を定め（七七条）、更に、大正五年四月一日以前に生れた者即ち昭和三六年四月
一日現在で四五歳をこえる者については、保険料納付済期間が一年以上であり、か
つ保険料納付済期間又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が年
齢に応じて定められる四年ないし七年の期間をこえるときは、その者が六五歳に達
したときから七〇歳に達するまでの間、その者の保険料納付済期間に応じて定めら
れた一定額の老齢年金が支給されることになつている（七八条、なお右の者は七〇
歳に達すれば、次に述べる、七九条の二の老齢福祉年金が支給されることにな
る。）。
大正五年四月一日以前に生れた者即ち昭和三六年四月一日現在で四五歳をこえる者
について、保険料免除期間、保険料免除期間と保険料納付済期間とを合算した期間
又は保険料納付済期間が年齢に応じて定められる四年ないし七年の期間をこえると
きは、その者が七〇歳に達したときに、その者に老齢年金を支給するものとし、こ
の老齢年金を老齢福祉年金と称することとし、その額は一律に一万五六〇〇円とさ
れる（七九条の二第一ないし三項）。右の老齢福祉年金を規定した同法七九条の二
の規定は昭和三七年法律第九二号による国民年金法の一部改正によつて新らたに設
けられたものであるが、右改正前の同法五三条は、保険料免除期間又は保険料免除
期間と保険料納付済期間とを合算した期間が三〇年をこえる者が七〇歳に達したと
きはその者に老齢年金を支給することにし、これを老齢福祉年金と呼び、同法五四
条はその年金額を一律に一定額と定めていた（いわゆる、補完的老齢福祉年金とは
これである。）。
右の国民年金法の一部改正により同法二六条の老齢年金の支給要件が前述のとおり
改正されたことに伴い、右一部改正の際、同法五三条ないし五五条は削除され、ま
た、同法八〇条一項及び二項本文についても「第五十三条第一項本文」とあつた部
分が「第七十九条の二第一項本文」と改められた。
（３）　社会保険方式によらずに年金給付財源を専ら国庫負担に負う年金制度の概
要
明治四四年四月一日以前に生れた者即ち社会保険方式による国民年金制度が発足す
る昭和三六年四月一日において五〇歳をこえる者は社会保険方式による国民年金制
度の被保険者とされなかつたことは前述のとおりであるが、国民年金法は、右に該
当する者のうち、国民年金制度が発足した昭和三四年一一月一日現在で既に七〇歳
をこえる者に対しては右同日に、その余の者についてはその者が七〇歳に達したと
きに同法七九条の二（昭和三七年法律第九二号による国民年金法の一部改正前は、
同法五三条）の老齢福祉年金を支給するものとした（八〇条一項、二項本文）。ま
た、同法は、昭和一四年一一月一日以前に生れた者即ち昭和三四年一一月一日にお
いて二〇歳をこえる者につき、右同日現在で、前述の社会保険方式による年金中、
障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金の支給要件のうち原因による支給要
件とされるものが備わつておれば、それだけで、五六条の障害福祉年金、六一条の
母子福祉年金、六四条の三の準母子福祉年金をそれぞれ支給することにした（八一
条、八二条、八二条の二）。
（４）　老齢福祉年金の額は、国民年金制度発足当時は金額一万二〇〇〇円であつ



た（同法五四条）。これは、制度発足当時の拠出制年金制度において、保険料納付
期間が二五年以上二六年未満の場合の老齢年金額として定められた二万四〇〇〇円
の二分の一に相当するものであつたが、原審における鑑定人Ｃの鑑定の結果によれ
ば、右二万四〇〇〇円は、国民年金制度発足当時において、生活保護法によつて厚
生大臣の定めた生活扶助基準において、農村四級地の老人単身世帯の最低生活費が
月額二〇〇〇円、年額で二万四〇〇〇円とされていたので、これを基準にして定め
られたものであつたことが認められる。そうだとすると、右の老齢福祉年金の額は
右の生活扶助基準額の二分の一に相当するものであつたことになる。老齢福祉年金
の額は、その後、昭和三八年法律第一五〇号による国民年金法の一部改正により一
万三二〇〇円に改められ、次いで昭和四〇年法律第九三号による国民年金法の一部
改正により一万五六〇〇円に改められたものである（七九条の二第三項）。
（５）　障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金（以下単
に「福祉年金」というときは右の各年金を一括していうものとする。）は、社会保
険方式による年金制度によるものたると否とを問わず、その給付に要する費用はす
べて国庫が負担するものであるが（八五条二項）、福祉年金については、その支給
を停止されるべき場合が種々規定されている（六五条、六六条、七九条の二第六
項。昭和三七年法律第九二号による国民年金法の一部改正前においては、六五条
は、五三条の老齢福祉年金についての支給停止についての規定でもあつた。右一部
改正の際に六五条から「老齢福祉年金」の文言が削られたものである。）。
イ　先ず、福祉年金の受給権者が、公的年金給付を受けることができるときは、そ
の該当する期間、福祉年金の支給が停止される（六五条一項一号、七九条の二第六
項）。これが原則である。
しかし例外一として、福祉年金の額及び公的年金給付の額がいずれも二万四〇〇〇
円未満であるときは右の原則は適用されない。但しこれらの額を合算した額が二万
四〇〇〇円をこえるときは、当該福祉年金のうちそのこえる額に相当する部分につ
いてはこの限りでない（六五条三項。これは昭和三七年法律第九二号による国民年
金法の一部改正の際、設けられたものである。）。
右の原則と例外とによれば、福祉年金が二万四〇〇〇円未満である（老齢福祉年金
はこれにあたる。）場合は、福祉年金の受給権者が二万四〇〇〇円以上の公的年金
の支給を受けることができるときはその支給を停止されることになる（以下右のよ
うな、原則と例外の手法によつて、福祉年金の受給権者が公的年金の支給を受ける
ことができることによつて、老齢福祉年金の全部又は一部の支給が停止される基準
となる金額を「一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限基準額」という
ことにする。）。
次に、例外二として、福祉年金の額が二万四〇〇〇円以上であり、かつ公的年金給
付の額をこえるときは、そのこえる部分については、当該福祉年金の支給を停止し
ないものとする（六五条四項。
これは昭和三七年法律第九二号による国民年金法の一部改正前の同条三項が福祉年
金の額が、公的年金給付の額をこえるときは、その部分については、当該福祉年金
の支給を停止しない旨定めていたのを前記法律による国民年金法の一部改正の際、
右のように改めたものである。）。しかし老齢福祉年金は二万四〇〇〇円未満であ
るから、この例外は老齢福祉年金には関係がない。
次に、例外三として、福祉年金受給権者が受ける公的年金が恩給法による増加恩
給、同法七五条一項二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付
であつて、廃疾又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるもの（以下「戦
争公務による公的年金」という。「戦争公務扶助料等」ということもある。右政令
の定めとして、昭和四一年政令第二〇四号による改正前の国民年金法施行令五条の
二。なお以下において公的年金のうち、戦争公務による公的年金以外のものを「一
般の公的年金」という。）であるときには、前記の例外一及び二における「二万四
〇〇〇円」は「一〇万二五〇〇円」とされる（六五条五項。これは昭和三七年法律
第九二号による国民年金法の一部改正の際設けられたものである。尤も右「一〇万
二五〇〇円」は当初は「七万円」であつた。その後昭和三九年法律第八七号による
国民年金法の一部改正によつてそれが「八万円」に改められ、更に昭和四〇年法律
第九三号による国民年金法の一部改正によつてそれが「一〇万二五〇〇円」に改め
られたものである。）。
前記の原則と例外とによれば、福祉年金が一〇万二五〇〇円未満である（老齢福祉
年金はこれにあたる。）場合には、福祉年金の受給権者が一〇万二五〇〇円以上の
戦争公務による公的年金の支給を受けることができるときには、その支給を停止さ



れることになる（なお、以下右のような原則と例外の手法によつて、老齢福祉年金
の受給権者が戦争公務による公的年金の支給を受けることができることによつて、
福祉年金の全部又は一部の支給が停止される基準となる金額を「戦争公務による公
的年金受給による老齢福祉年金の併給制限基準額」ということにする。）。
ロ　次に、福祉年金の受給権者本人の前年の所得が二二万円（受給権者が前年の一
二月三一日において受給権者又はその配偶者の子、孫又は弟妹であつて義務教育終
了前であるか又は二〇歳未満で別表で定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあ
るものの生計を維持したときは、二二万円にその子、孫又は弟妹一人につき四万円
を加算した額とする。）をこえるときは、その年の五月から翌年の四月まで、その
支給を停止する旨規定している（六五条六項、七九条の二第六項）。尤も福祉年金
の受給権者本人の前年の所得によつてその支給を停止される基準となる金額（以下
これを「本人の一般所得による福祉年金の支給制限基準額」（これを特に老齢福祉
年金についていうときは「福祉年金」とあるを「老齢福祉年金」と読み替えるもの
とする。）とかうことにする。）は、国民年金法制定の当初は一三万円であつた。
その後、本人の一般所得による福祉年金の支給制限基準額は、昭和三七年法律第九
二号による国民年金法の一部改正によつて一五万円に改められ、その後、昭和三八
年法律第一五〇号による国民年金法の一部改正によつて一八万円に改められ、更に
その後昭和三九年法律第八七号による国民年金法の一部改正によつて二〇万円に改
められ、更にその後昭和四〇年法律第三九号による国民年金法の一部改正によつて
二二万円に改められたものである。
ハ　障害福祉年金と老齢福祉年金とについては、以上のほかにも、受給権者の配偶
者の所得による支給停止及び受給権者の扶養義務者で当該受給権者の生計を維持す
る者の所得による支給停止がある（六六条一、二、四、五項、七九条の二第六
項）。母子福祉年金と準母子福祉年金についても、前記のほかに支給停止の規定が
ある（六六条一、四、五項）。なお、昭和三七年法律第九二号による国民年金法の
一部改正前においては、障害福祉年金と老齢福祉年金については、受給権者の配偶
者の公的年金受給による支給停止及び夫婦が共に福祉年金を受けることができると
きの支給停止があつたが（右一部改正前の六六条一、二、三項）、これは右一部改
正の際、廃止された。
（６）　生活保護法による生活扶助を受けている老人が満七〇歳になつたことによ
つて老齢福祉年金の受給権を取得したとき、この両者をどのように調整するかが問
題となり得る。これは老齢福祉年金の基本的性格を把握する上で看過し得ない点な
ので、これについて検討してみる。
国民年金法の立法過程において生活保護法による被保護者を国民年金の被保険者と
するかどうかの問題があつたことは既に述べたとおりであるが、前掲乙第三一号証
の記載によれば、その際に、国民年金制度は低所得者層に対する防貧的な所得保障
としての意義をもつものであるから、救貧的な公的扶助制度たる生活保護制度の保
護を受けている者を特に拠出制国民年金制度の被保険者から除外する理由はないと
して、他の一般低所得者と同様、その被保険者に含めることとされたこと、生活保
護法による被保護者に無拠出制の福祉年金を支給するとした場合、それを収入と認
定して生活保護付与上の調整をするかどうかという問題については、被保護者に福
祉年金を支給するとしても、これが収入として認定されれば、年金額だけ保護費か
ら控除されることになり、結局被保護者に対して従来支給されていたと同額のもの
が生活保護費と福祉年金に分れて支給されるだけに過ぎなくなるから、被保護者に
は福祉年金を支給すべきではないとする考え方もあつたが、保護費が福祉年金以下
の者に対して福祉年金を支給しないことにすると、生活保護を受けている者を生活
保護を受けていない者よりも不利に取扱うことになつてしまうので、結局生活保護
法の被保護者に対しても福祉年金を支給することにしたこと、しかし、この場合、
生活保護は他の法律に定める扶助によつて不足しているときに、はじめて行われる
という生活保護法四条に視定する生活保護の補足性の原則との間に調整をはかるた
め厚生大臣は、従来生活保護法の保護を受ける保護基準に老齢福祉年金相当額の老
齢加算の制度を新設し、老齢福祉年金の支給を受ける老齢の被保護者も従来の保護
費が減額されることがないようにすると共に、従来からあつた身体障害者加算及び
母子加算における加算額を福祉年金の額なみに増額することにしたこと、以上の事
実が認められる。
（四）　以上検討したところに基づいて国民年金法の老齢福祉年金制度の基本的性
格を考察するに、老齢福祉年金殊に国民年金法制定当初から存した同法八〇条の老
齢福祉年金は、その給付財源を専ら国庫負担に仰ぐものであり、国の一方的支出に



よる給付であつてその受給権者の出捐に対する反対給付たる性質は全くない。この
点、社会保険方式による拠出制の国民年金が、被保険者の保険料拠出に対する反対
給付としての性質（尤も年金資金として国庫の負担があるから、実質的には、年金
は被保険者の拠出額を相当上まわることになる。）を備えるのと著しい対照をな
し、少くともこの点に関する限り、老齢福祉年金は、社会保険方式による拠出制の
国民年金よりは、寧ろ、公的扶助としての生活保護法による生活保護の制度に近い
ものということができる。また、老齢福祉年金は生活保護法による生活扶助を受け
ている者にも、生活扶助額を減らすことなしに支給される取扱になつていること
も、見方によつては、老齢福祉年金が生活保護法による生活扶助の足りないところ
を補つているものと見れなくもない。しかしながら、全体として見れば、老齢福祉
年金は典型的な公的扶助の制度である生活保護法による生活保護の制度とは異なる
面を持つており、寧ろこの面の方が優勢である。即ち生活保護法による生活保護
は、現に生活に困窮しており、他にこれを脱する方法をもたない者に対し、人間ら
しい生活の最低限度を保障するために、個別的に、事情を調査したうえで、右の限
度の生活をするのに必要なものの全部を給付する救貧制度であるのに対し、老齢福
祉年金制度はその年金受給権者には、年金のほか、ある程度の所得、貯蓄、資産が
ありうること、また扶養親族による扶養もある程度ありうることを前提とし、所定
の老齢に達したという要件のもとに低所得層の老人に対し、個別的にではなく、画
一的に、さほどに多くはない法定の一定金額を支給することによつて所得の一部を
保障するものであつて、それによつて低所得層の老人が生活困窮に陥るのを防止す
ると共に彼等に生活設計のよりどころ、ないしは余生の楽しみを与えようとする積
極的な社会保障的施策であるということができる。それゆえ老齢福祉年金制度、就
中、同法八〇条の老齢福祉年金制度は、基本的にはいわゆる防貧的な性格をもつた
社会保障制度であるというべきであり、（一）の冒頭判示の社会保障制度の四部門
分類に従えば、そのＩＩの部類に属するものといわなければならない。しかしなが
ら、老齢福祉年金制度は、前述のとおり生活保護法による生活保護の制度との近似
点も濃厚にもつているので、右ＩＩの部類の社会保障施策の中では右Ｉの部類のそ
れに最も近くいわばこれに接着しているものということができる。この点、社会保
険方式の国民年金制度（これもまた右ＩＩの部類に属する社会保障施策である。）
とはかなり異なるものがあるといわなければならない。
老齢福祉年金、就中、同法八〇条の老齢福祉年金の基本的な性格が右のようなもの
であるとすると、その受給権者は一般に、貧しい生活をしている老人であるという
べく、その者がたまたま公的年金給付を受けることができるために右老齢福祉年金
の支給を停止されることによつて招くおそれある生活上の緊急状態は、右公的年金
給付の額その他諸般の事情いかんにもよることはいうまでもないが、一般に公的年
金の額はそれだけで生活をしている者にとつては必ずしも十分なものではないか
ら、右の緊急状態は、一般的にいつて決して軽いものということはできない（この
点に関して、控訴人は現状では、老齢福祉年金も他の公的年金もそれだけで単独で
は憲法の保障する最低限度の生活を営むには足りないとし、他の公的年金で生活し
ている者が老齢福祉年金の支給を停止されるときは直ちに生活困窮に陥つてしまう
かのように主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。）。右の点よりすれ
ば、老齢福祉年金、就中、同法八〇条の老齢福祉年金の受給権を制限するものとし
ての、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定を立法するに際し立
法府の有していた裁量権の幅はかなり限られたものであつたといわなければならな
い。
６　そこで、国民年金法の老齢福祉年金、就中、同法八〇条の老齢福祉年金の受給
権の制限規定としての、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定の
憲法適合性を前記３に従つて判断する基準について考察するに、前記４末段に判示
したところ及び前記５の（四）後段に判示したところを彼我総合すると、右老齢福
祉年金の受給権を制限する右の併給制限規定を立法するに際し、立法府の有してい
た裁量権の幅は相当に広いものであつたと認めるのが相当であり、従つて裁判所が
右併給制限規定立法の憲法適合性を判断するにあたつては、右のような併給制限規
定を必要とすることについて一応の合理性が認められる限りは、これを合憲としな
ければならない。而して右併給制限規定による併給制限の程度の憲法適合性を判断
するに当つては、老齢福祉年金受給権者の一般的経済状態、各種公的年金制度につ
いての加入要件、拠出の程度、拠出期間、年金額、支給要件、併給制限を受ける老
齢者その他の国民感情、国家の財政状態、国民経済発展の推移等の諸般の事情につ
いて正確な資料が必要であり、具体的な併給制限が老齢者にどのような影響を及ぼ



すか、その利害得失いかんを洞察すると共に、広くわが国の社会政策全体との調和
を考慮する等相互に関連する諸々の要素について適正な評価と判断が必要であると
ころ、このような評価と判断は、まさに立法府の使命とするところであるから、そ
れが著しく不合理であると認められない限り、これを合憲としなければならない。
７　そこで、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定を立法するに
つき、これを必要とする一応の合理的理由があつたと認められるか否かについて考
察することとする。
（一）　前記５の（二）で挙示した証拠によれば、国民年金法の立法に際し、公的
年金受給による福祉年金（老齢福祉年金も当然これに含まれる。）の併給制限規定
が設けられた理由は、国民年金制度が本来他の公的年金制度によつて保障されない
者に対する保障の制度であるから、現実に他の公的年金制度によつて保障されてい
る者に福祉年金を支給することは二重の年金給付を保障することになつて国民年金
制度本来の趣旨に反するし、また実際上その必要性に乏しいということと、他の公
的年金の受給権者は当該公的年金制度の充実強化を期待しうる立場に在り、またそ
の生活向上はそれに期待するのが本筋であるということ、一般に国は他の公的年金
においても相当の負担をしており、これにあわせて福祉年金を支給することにすれ
ば、国の負担が過重になり、その支出が財政上困難であるということにあつたこと
（なお、例外として、福祉年金の額が他の公的年金給付の額をこえるときは、その
こえる額については、福祉年金の支給を停止しない旨定めたのは、福祉年金の受給
権者のうち、福祉年金の額よりも少ない額の公的年金の支給を受けている者までも
福祉年金の支給を全く受けられないことにすると、公的年金の支給を受けているば
かりに、公的年金を受けていない者よりも却つて不利になるという不都合が生ずる
ので、かかる不都合の生ずるのを防ぎつつ、低所得者対策の一環として福祉年金を
支給する趣旨からいつて、福祉年金の受給権者のすべてに対して少くとも福祉年を
なみの金額は最低限保障しようとする趣旨に出たものであつたこと）が認められる
が、国民年金法七九条の二第六項、六五条一項一号、三項即ち一般の公的年金受給
による老齢福祉年金の併給制限規定は、前述した同法制定以来のその改正経過に徴
すると、同法立法当初の、公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定を受け
継いだものであることが明らかであり、従つてその立法趣旨は、右に述べたところ
と同じものと認められる。
（二）　そうだとすれば、老齢福祉年金の受給権者が一般の公的年金給付を受ける
ことができるときに、老齢福祉年金の支給を停止すること自体には一応の合理性は
優にあつたものといわなければならない。
（三）　一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限規定は、老齢福祉年金
の受給権者が一般の公的年金給付を受けることができるときに、老齢福祉年金の支
給をいかなる場合にもその全額を停止するものではなく、その一部しか停止しない
場合を認めるものであるが（第一の二の判示参照）、これ以上のせんさくをするま
でもなく、右併給制限規定による併給制限の程度が著しく不合理であるといい得な
いことはいうまでもない。
８　叙上説示したところによれば、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給
制限規定が憲法二五条一項に違反するものということはできず、従つてこれと反対
の前提に立つて本件支給停止処分を無効であるとする控訴人の主張は理由がない。
二　次に、控訴人は、国民年金法七九条の二第六項及びこれが準用する限りにおい
ての同法六五条一、三項は憲法一四条に違反して無効であると主張する。これは要
するに、本件支給停止処分の根拠となつた一般の公的年金受給による老齢福祉年金
の併給制限規定の憲法一四条違反をいうものと認められるので、これについて判断
する。
１　憲法一四条一項は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性
別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ
れない。」と規定する。個人主義は、各個人は、すべて人間として、平等な価値を
もつと考える。従つて、基本的人権を保障するにも、義務を課するにも、平等的な
取扱いが要請される。これが右条項が定める法の下の平等の原理であり、かかる平
等思想は、近代民主主義国家の大原則である。しかし、憲法一四条一項は、国民に
対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別
することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的
と認められる差別的取扱をすることが何ら右法条の否定するものではないと解する
のが相当である（最高裁判所昭和三九年五月二七日大法廷判決・民集一八巻四号六
七六頁、同昭和四五年六月一〇日大法廷判決・民集二四巻六号西九九頁参照）。



また、憲法一四条一項後段は、同項前段の原理を前提とし、その重要な場合を具体
的に列挙した例示的な規定であり、同条項中の「社会的身分」とは、広く人が社会
においてある程度継続して占める地位を指すものであつて、人の出生によつて決定
される社会的地位または身分に限定されないものと解するのが相当であるから、
「一般の公的年金を受ける地位」、「戦争公務による公的年金を受ける地位」も、
また右の「社会的身分」に該当するものというべく、従つて憲法一四条一項は、こ
のような地位による不合理な差別を禁止しているものということができる。
２　控訴人社、一般の公的年金の受給権者に対する老齢福祉年金の併給制限基準額
と一般所得を有する者に対するその支給制限基準額との間に差を設けているのは不
合理な差別であると主張する。もし右の主張が理由ありとすれば、一般の公的年金
受給による老齢福祉年金の併給制限規定は違憲、無効となるものというべく、唯単
に同法七九条の二第六項が同法六五条三項を準用する限りでのみ違憲、無効となる
ものと解するのは相当でない。
よつて右のような前提に立つて右主張について検討することにする。
（一）　昭和四一年法律第六七号による改正前の国民年金法において、老齢福祉年
金の受給権者が年額二万四〇〇〇円をこえる一般の公的年金の給付を受けることが
できるときは、老齢福祉年金の支給が停止されることになつていたこと、他方、老
齢福祉年金の受給権者が前年度年間二二万円（受給権者が前年の一二月三一日にお
いて受給権者又はその配偶者又はその配偶者の子、孫又は弟妹であつて義務教育終
了前であるか又は二〇歳未満で国民年金法の別表に定める一級に該当する程度の廃
疾の状態にあるものの生活を維持したときは、二二万円にその子、孫又は弟妹一人
につき四万円を加算した額とする。）をこえる所得を有したときは、その年の五月
から翌年の四月まで、その支給が停止されるようになつていたことは既に述べたと
おりである。
（二）　ところで、一般の公的年金の支給を受けている者に対して福祉年金（老齢
福祉年金を含む。
）の支給を原則として停止することにした理由は、国民年金制度は、本来、厚生年
金、恩給等他の年金制度によつて保護を受けない者に対して年金制度の恩恵を及ぼ
そうとするために設けられた制度であるから、現に他の公的年金によつて保障を受
けている者に対して重ねて福祉年金を支給することは国民年金制度の本来の趣旨に
反するし、また実際上の必要に乏しいということと、他の公的年金の受給権者は当
該公的年金制度の充実強化を期待しうる立場に在り、その生活向上はそれに期待す
るのが本筋であること、一般の公的年金においても国は相当の財政上の負担を負つ
ているから、これに合わせて福祉年金を支給するとすれば、国の財政負担は重複
し、その支出が財政上困難になるというにあつたことは、前に判示したとおりであ
る。
（三）　他方、前記一の５の（二）で挙示した証拠によれば、福祉年金（老齢福祉
年金を含む。）の受給権者本人の一般所得によるその支給制限は、福祉年金の費用
はその全部を国に依存するものであるところから、ある程度生活にゆとりがある者
に対してまで年金を支給する必要がないということと、国の財政事情等を考慮して
設けることになつたものであることが認められるのであるが、更に前示乙第三一、
第三二号証の各記載によると、国民年金制度の発足にあたり本人の一般所得による
福祉年金の支給制限基準額については、社会保障制度審議会の答申ではさしあたり
所得税を納付する程度の所得としていたものであり、自由民主党の国民年金実施対
策特別委員会の案及び厚生省第一次案も、右の答申と同様な考え方を採つていたこ
と、昭和三四年度の予算編成作業の過程において、厚生省の提出した国民年金関係
の予算要求に対し、大蔵省が強い難色を示し、右支給制限基準額を所得税を納付す
べき最低所得額とする厚生省案に対し、市町村民税の均等割の納付なすべき最低所
得額と減額修正するように要求してきたこと、それで厚生省は、これに対して所得
制限の緩和による支給範囲の拡大を求めて予算の復活折衡を行つたが、結局大蔵省
の譲歩が得られなかつたため、最終的に本人の一般所得による福祉年金の支給制限
については市町村民税の均等割の納付をすべき最低所得額（昭和三四年当時年額一
三万円）とすることになり、これが立法化されたことが認められる。
（四）　右のとおりであるから、国民年金法所定の一般の公的年金受給による老齢
福祉年金の併給制限及び本人の一般所得による老齢福祉年金の支給制限は、それぞ
れ、その趣旨、目的を異にするものであり、各支給制限基準額に差を設けたとして
も、そのこと自体は不合理なものとはいえない。
（五）　次に一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限基準額、本人の一



般所得による老齢福祉年金の支給制限基準額をいくばくにするか、その間にどの程
度の差を設けるのが相当であるかを判断するに当たつては、諸々の要素について適
正な評価と判断が必要であり、このような評価と判断は、まさに立法府の使命とす
るところであるから、それが著しく不合理であると認められない限り、これを合憲
とすべきところ、国民年金法の制定に当たり受給者本人の一般所得による老齢福祉
年金の支給制限基準額が市町村民税の均等割を納付すべき最低所得額と同額とされ
たこと（尤もその後の右支給制限基準額の改正にあたつても右同様の基準によつた
ものであることについては証拠上確認できない。）を考慮すれば、一般の公的年金
受給による老齢福祉年金の併給制限基準額が二万四〇〇〇円であり、本人の一般所
得による老齢福祉年金の支給制限基準額が二二万円であるからといつて、直ちに、
そこに著しく不合理な差別があるということはできない。
因みに、本件支給停止処分のあつた後において、一般の公的年金受給による老齢福
祉年金の併給制限基準額及び本人の一般所得による老齢福祉年金の支給制限基準額
がそれぞれ別表（二）ないし（四）に記載（但し、前者は「一般の併給限度額」、
後者は「本人所得制限額」とそれぞれ記載。）のとおり改められたことは国民年金
法の改正経過に照らして明らかであるが、右二つの基準額の間に著しく不合理な差
別が生じたことがあつたものとは認め難い。
（六）　以上のとおりであつて、一般の公的年金と一般の所得との各所得源泉の質
的な相違を無視することに立脚するものと認められる控訴人の前記主張は採用でき
ない。
３　次に、控訴人は、一般の公的年金の受給権者に対する老齢福祉年金の併給制限
基準額と戦争公務による公的年金（戦争公務扶助料等）の受給権者に対するその併
給制限基準額との間に差を設けているのは不合理な差別であると主張する。もし右
主張が理由ありとすれば一般の公的年金給付による老齢福祉年金の併給制限規定は
違憲、無効となるものというべく、唯単に同法七九条の二第六項が同法六五条三項
を準用する限りでのみ違憲、無効になるものと解するのは相当でない。
よつて右のような前提に立つて右主張について検討することにする。
（一）　昭和三七年法律第九二号による国民年金法の改正によつて、老齢福祉年金
の受給権者が受ける公的年金が一般の公的年金であるときは、右公的年金給付額が
二万四〇〇〇円以上の場合は老齢福祉年金の支給を停止し、それが二万四〇〇〇円
未満である場合には老齢福祉年金のうち、その公的年金給付の額と二万四〇〇〇円
との差額をこえる部分についてだけ支給を停止することに改められ、他方、老齢福
祉年金受給権者の受ける公的年金が恩給法による増加恩給、同法七五条一項第二号
に規定する扶助料、その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、廃疾又は死
亡を事由として右政令で定める者に支給されるもの即ち戦争公務による公的年金で
あるときは、それが七万円以上の場合は老齢福祉年金の支給を停止し、それが七万
円未満である場合には、老齢福祉年金のうち、その公的年金給付の額と七万円との
差額をこえる部分についてだけ支給が停止されることになつたこと、昭和三七年政
令第一八〇号国民年金法施行令の一部を改正する政令によつて同法施行令第五条の
二が新設され、戦争公務による公的年金の範囲が定められたこと（いわゆる戦争公
務扶助料とは、恩給法七五条一項二号に基づく公務扶助料受給者のうち、国民年金
法施行令で定める者が受給する公務扶助料であつて、戦争による負傷若しくは疾病
によつて死亡した旧軍人等の遺族に対する給付である。昭和四一年政令第二〇四号
による改正前の国民年金法施行令五条の二第二項の表の二参照。）、その後、昭和
三九年法律第八七号による国民年金法の一部改正によつて右の七万円が八万円に改
められ、更に昭和四〇年法律第九三号による同法の一部改正によつて、それが一〇
万二五〇〇円に改められたこと、それで昭和四一年法律第六七号による改正前の国
民年金法のもとにおいて、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限基準
額は二万四〇〇〇円であり、戦争公務扶助料等の受給による老齢福祉年金の併給制
限基準額は一〇万二五〇〇円であつたこと、以上のことは、国民年金法及び同法施
行令の改正経過に徴し明らかである。
（二）　そこで老齢福祉年金受給権者であつて、戦争公務による公的年金の支給を
受けることができる者について、なにゆえ老齢福祉年金の併給制限につき右のよう
な特別の定めがなされたのかについて、次に考察する。
国民年金制度が発足した当時では、福祉年金の取給者が公的年金各法に基づく年金
たる給付を受けることができるときは、その支給を停止し（制定当時の国民年金法
六五条一項一号）、福祉年金の額が右公的年金給付額をこえるときは、そのこえる
部分につき福祉年金の支給を停止しないものと定められていた（制定当時の国民年



金法六五条三項）のであるが、前掲乙第三一号証の記載によれば、次の事実を認め
ることができる。
国民年金法による老齢福祉年金制度が発足して間もなく、右のような公的年金受給
による福祉年金の支給制限に対して、特に、恩給法又は戦傷病者戦没者遺族等援護
法（昭和二七年法律第一二七号）によつて旧軍人関係の年金、扶助料の支給を受け
ている戦死者の遺族の側から、主として、Ｉ公務扶助料、増加恩給などは、戦争に
よる軍人、軍属の死亡または傷病に対する国家補償であつて、社会保障を目的とす
る福祉年金とは、性質上異なるものであるということと、ＩＩ戦争で息子を失つた
父母などの遺族には、（公務扶助料が支給される関係で）老齢福祉年金が支給され
ず、息子が生還している場合には、その父母に老齢福祉年金が支給されるのは不合
理である、ということから強い不満が表明された。
そこで、国は、昭和三五年一〇月厚生大臣の諮問機関である国民年金審議会に特別
の小委員会を設置し、同審議会がこの公的年金受給制限の問題を審議した結果、年
金の併給制限はすべての公的年金を対象として平等に行うのを原則とするが、軍人
恩給の公務扶助料など、いわゆる戦争公務に基づく事故を支給事由とすみ公的年金
については、生活保障的な要素とその他の精神的な要素が含まれているので、他の
公的年金と区別した取扱をすることとし、その場合の併給制限基準額の比率は、恩
給法による普通扶助料と公務扶助料との比率を基準とするのが相当であるとの結論
を出した。
そこで、国は、戦争公務による公的年金については、戦争によつて減損した稼働能
力を補填するという生活保障的な面と、戦地等酷烈な環境下において生命の危険に
さらされつつ公務に従事し、それが原因となつて死亡しまたは傷害をうけたことに
よる精神的苦痛を慰籍するという面との割合につき、一応のよりどころとして、恩
給法における兵の平病死による普通扶助料と公務死による公務扶助料の比率による
ことにし、これによると後者が前者の約三倍強であつたところから、一般の公的年
金の場合の併給制限基準額を二万四〇〇〇円とすると同時に、そのほぼ三倍に相当
する年額七万円をもつて、戦争公務扶助料等の場合の併給制限基準額とすることと
して、昭和三七年法律第九二号による国民年金法の一部改正の際、前述のような立
法をしたものである。なお、昭和三九年法律第八七号によつて右七万円を八万円に
改めた理由は明らかでないが、昭和四〇年法律第九三号によつて右八万円を一〇万
二五〇〇円に改めたのは同年法律第八二号による恩給法の一部を改正する法律によ
り、兵の公務死にかかる公務扶助料が増額されて年額九万三四五七円とされたこと
に伴つたものであることは、被控訴人弁論の全趣旨に徴して明らかである。
（三）　ところで、戦争公務扶助料は、恩給法上、普通扶助料や増加非公死扶助料
に比して高額となるように定められているものであるが、それは国家権力により徴
兵されて戦地に赴き、苛烈な環境の下において生命の危険にさらされて公務に従事
しつつ死亡した旧軍人等の遺族に支給されるものであつて、これら遺族は戦争の最
大の犠牲者であるということによるものであり、従つて戦争公務扶助料の中にはこ
れら戦争犠牲者の被つた精神的損害を国家が補償するという要素が含まれているも
のと見ることができる。従つて一般的にいつて戦争公務扶助料の中には生活保障的
性質をもつた部分とこれとは全く異質の精神的損害の国家補償的性質をもつた部分
とが含まれているものということができる。そしてこのことは戦争扶助料等のすべ
てについてあてはまることである。
これに対して、増加非公死扶助料には旧軍人等の遺族の被つた損害についての国家
補償の要素が含まれていると見ることはできない。けだし、増加非公死扶助料は、
増加恩給受給者が、戦争による負傷に起因しないいわゆる平病死した場合に、その
死亡当時その者により生計を維持し又はその者と生計を共にしていた一定範囲の親
族に対し、増加恩給受給者の死亡による収入の減少を補填することを目的として支
給されるものであつて、増加恩給受給の原因となつた戦傷による不具廃疾について
の精神的損害の国家賠償の要素は含まれていない（尤も右戦傷による不具廃疾につ
いての精神的損害の補償的要素は増加恩給受給者本人に対する増加恩給の中には含
まれている。）。このことは、増加非公死扶助料は、増加恩給受給者本人が平病死
した場合に初めて受給権が発生するものであり（恩給法七三条）、かつ本人の死亡
当時本人と同一家計にあつた一定の遺族に対し一定の順序により給付されるもので
あつて（同法第七二条）、本人の戦傷当時において親族であつたか否かはこれを問
わないものである（従つて控訴人の場合のように亡夫の戦傷後にその妻となつた者
であつても、受給権を取得することができる。）ことからみても明らかだからであ
る。右のとおりであるから、増加非公死扶助料を、戦争公務扶助料と同質のものと



いうことはできない。増加非公死扶助料は、専ら、平病死した増加恩給受給者の遺
族の生活保障のためのものであり、それが受給者の生活保障を目的とする点におい
て他の一般の公的年金となんら異なるところはない。
この点に関して、控訴人は、戦争公務により不具廃疾となり、廃人同様の余生を送
つた夫Ａをかかえて長年月にわたり家計を支えてきたが、かかる控訴人のような遺
族の被つた苦痛は、戦死者の遺族の被つたそれと何ら変るところはないから、戦争
公務により死亡した者の遺族と戦争公務に起因した疾病により不具廃疾になつたう
え、それを直接の原因としないで死亡した者との間に差別を設けるべき合理的理由
はないと主張する。
しかしながら、成立に争いない乙第一号証の一、原本の存在及び成立に争いない乙
第一号証の五、同号証の七、同号証の八の各記載によれば、Ａは明治三七年一二月
二三日日露戦役に参加して右腰部に盲管銃創を受け、同三八年二月一五日内地に帰
郷し、これより大正一五年六月上旬まで家業たる大工職に従事していたこと、Ａ
は、明治四二年一月一八日Ｅと婚姻し、大正三年六月一八日同女と協議離婚した
が、その間に、長女Ｆと次女Ｇをもうけ、また同年七月二九日控訴人との間に三女
Ｈをもうけたほか、同六年三月一〇日控訴人と婚姻後昭和一〇年までの間に、控訴
人との間に、四女Ｉ、長男Ｊ、二男Ｋ、三男Ｌ、四男Ｍ、五男Ｎ、六男Ｏ、七男Ｐ
の八子をもうけていること、Ａは、大正一五年六月上旬、戦傷による後遺症のため
家業である大工職を廃業してブリキ職に転じたが、昭和三年一月以降は、後遺症の
増悪のため入、退院を繰り返し、昭和四年九月七日には、昭和二一年勅令第五〇四
号による改正前の恩給法施行令二四条所定の第六項症（不具廃疾のうち最も軽度の
もので、頚部又は●幹の運動に大に妨げあるもの、一眼の視力が視標〇・一を一メ
ートル以上にては弁別し得ざるもの、一側拇指及び示指な全く失ひたるもの、一側
総趾を全く失いたるものがこれに該当する。）と判定され、昭和八年九月二〇日症
状等差甲第六項症として増加恩給の裁定を受けたこと、Ａは昭和三二年五月二〇日
満七六歳で老衰により死亡したこと、以上の事実が認められる。右認定に反する原
審及び当審における控訴人本人の供述は措信し得ない。
右認定の事実によれば、Ａは、除隊後、家業である大工職やブリキ職に従事してき
たことが明らかであり、このこととＡが除隊後二度に亘つて婚姻し、先妻及び控訴
人との間に合わせて一一人の子供をもうけていることをも合せ考えると、Ａとして
は、身体的障害により日常の生活に多大の不便を感じていたにせよ、除隊後廃人同
様の余生を送つたものとは到底認めることはできず（なお、控訴人はＡが廃人同様
の余生を送つたとの点については、従前被控訴人がこれを認めていたのを否認する
に至つたのは自白の撤回であり、控訴人は右自白の撤回については異議がある旨主
張する。しかしながら、仮令、被控訴人が控訴人の右主張のとおりの自白をしてい
たとしても、それはいわゆる間接事実についての自白であるから、被控訴人として
はこれに拘束されることなく、これを任意に撤回し得るものであり、のみならず控
訴人指摘の被控訴人の昭和四五年一一月六日付準備書面（原審昭和四五年一一月六
日付午前一〇時の口頭弁論期日に陳述）一の２の（一）の記載によれば、被控訴人
が控訴人が訴状の請求原因一項において主張していた事実（控訴人は明治二九年二
月三日生れで、大正六年三月一〇日亡Ａ（明治一四年五月三日生れ）と婚姻のうえ
届出をした）は認める旨答弁書の一部を訂正したにすぎないものであり、控訴人の
異議は失当である。）、また、戦傷の後遺症が原因で死亡したものと認めることも
できないから、戦傷のため廃人同様の余生を送つた者の遺族である控訴人の被つた
苦痛と戦争公務により死亡した者の遺族の被つたそれとの間になんら変ることはな
いとの前提に立つて両者の間に差別を設けるのは不合理だとする控訴人の前記主張
は、その前提において失当であつて採用することはできない。
（四）　右のとおりとすると、戦争公務扶助料のうち、国家補償的性質をもつた部
分は、憲法二五条の理念に基づく社会保障的施策としての給付ではなく、その意味
では寧ろ一般所得と異らない性質を有するということもできるものである。固より
該部分もすべて国庫負担によるものであるからこの点において一般所得とは異なる
ことはいうまでもない。このことに２で説示したところ（一般の公的年金受給によ
る老齢福祉年金の併給制限基準額と本人の一般所得による老齢福祉年金の支給制限
基準額に差を設けているのは不合理であつて憲法一四条に違反する旨の控訴人の主
張に対する判断）を斟酌すると、老齢福祉年金の受給権者が戦争公務扶助料等の支
給を受けることができることによる老齢福祉年金の併給制限は、老齢福祉年金受給
権者が一般の公的年金の支給を受けることができることによる併給制限よりは緩る
くし、老齢福祉年金受給権者が一般所得を有することによる支給制限よりは厳しく



するのが合理的であるということができる。また、戦争公務扶助料等を国家補償的
部分と生活保障的部分とに截然と分けることがもし可能であるならば、老齢福祉年
金の併給制限については、その生活保障的部分については、一般の公的年金につい
てと相等しい併給制限を設け、他方その国家補償的部分については、これを一般所
得とみてしまうのが合理的であるということもできる。以上のとおりであるから、
老齢福祉年金受給者であつて戦争公務扶助料等の支給を受けることができる者と老
齢福祉年金受給権者であつて一般の公的年金の支給を受けることができる者とを老
齢福祉年金併給制限の点で差別して取扱い、前者を後者よりも優遇することにして
も、両者を不合理に差別することにはならない。また、右のように取扱つても前者
に対し二重の社会保障的保護を後者に対してよりも厚く与えることにもならない。
（五）　次に、昭和四一年法律第六七号による改正前の国民年金法のもとにおい
て、一般の公的年金の受給権者に対する老齢福祉年金の併給制限基準額と戦争公務
扶助料等の受給権者に対するその併給制限基準額との間に存した差別の程度が憲法
一四条一項に適合していたか否かについて考察する。
昭和三七年法律第九二号による国民年金法の一部改正の際、一般の公的年金の受給
による老齢福祉年金併給制限基準額と戦争公務扶助料等の受給による老齢福祉年金
併給制限基準額とにはじめて差を設けるに当たり恩給法における兵の平病死による
普通扶助料と公務死による公務扶助料との比率を見ると、後者が前者の約三倍であ
つたところから、前者の併給制限基準額を二万四〇〇〇円とし、後者の併給制限基
準額をそのほぼ三倍に相当する七万円としたことは前述のとおりであるが、これに
よれば、その際の右併給制限規定の改正に当つては、戦争公務扶助料等の中に含ま
れる生活保障的部分についてのみ老齢福祉年金の併給制限をなし、戦争公務扶助料
等の中に含まれる国家補償的部分については老齢福祉年金の併給制限をしないとい
う建前を前提としたものであることが明らかに看取される。戦争公務扶助料等の受
給による老齢福祉年金の併給制限基準額が、昭和三九年法律第八七号による国民年
金法の一部改正によつて、八万円に改められ、その後、戦争公務扶助料等の増額に
伴い更に昭和四〇年法律第九三号による国民年金法の一部改正によつて一〇万二五
〇〇円に改められたことは前述のとおりであるが、増額された戦争公務扶助料等の
中に占める国家補償的部分と生活保障的部分との比率が、仮りにその増額前と同じ
であるとしても、戦争公務扶助料等が増額になれば、前記の併給制限基準額がそれ
に応じて高められるのは、（四）で説示のような考え方をとる以上は、当然のこと
であり、況んや増額された戦争公務扶助料等の中に占める国家補償的部分の比重が
増大するにおいては、なお更然りである。現に戦争公務による死亡者の遺族という
特別な立場に対する理解、評価ないし国民感情は時勢の推移とともに変化を来た
し、これが戦争公務扶助料等の増額の立法を促すと共に戦争公務扶助料等の中に占
める国家補償的部分の比重を次第に重からしめて来たことは公知の事実といつても
よい。いずれにせよ、右に判示したところによれば、立法府は、老齢福祉年金の受
給権者が戦争公務扶助料等の支給を受けることができるときの老齢福祉年金の併給
制限基準額を改正するに当たつては、戦争公務扶助料等のうちの生活保障的部分に
ついてだけ老齢福祉年金の併給制限をし、その程度は老齢福祉年金の受給権者が一
般の公的年金の支給を受けることができるときのそれと同程度のものとするという
建前を一貫してとつてきたものと推認することができる。
而して、戦争公務扶助料等の支給を受けることができるときの老齢福祉年金の併給
制限基準額は、どの時点をとつても、本人の一般所得による老齢福祉年金の支給制
限基準額よりはずつと低く規定されてきていることは叙上説示してきたところによ
つて明らかである。
以上の考察によれば、昭和四一年法律第六七号による改正前の国民年金法のもとに
おいて、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併給制限基準額と戦争公務扶助
料等の受給による老齢福祉年金の併給制限基準額との間に、前述の程度の差があつ
たからといつてこれを不当なものということはできない。そもそも、戦争公務扶助
料等の中に含まれる国家補償的部分と生活保障的部分との比率は必ずしも明らかな
ものではなく、戦争公務扶助料等の支給を受ける者同志の間においても右比率の相
違が考えられないではないし、また時勢の推移によつてその評価が変化しうる（生
活保障的部分が零ということも生じうる。）ものであることは既に述べたとおりで
ある。そうだとすると、老齢福祉年金の併給制限について、戦争公務扶助料等の支
給を受けることができる者と、一般の公的年金の支給を受けることができる者とを
どの程度異なつた取扱をするかについては、立法府が諸般の事情を考慮して広範な
裁量権のもとにこれを決することができるものというほかなく、それが著しく不合



理と認められない限りは憲法一四条一項違反の問題は生じないものといわざるを得
ない。而して前説示したところによれば、昭和四一年法律第六七号による改正前の
国民年金法のもとにおいて一般の公的年金の支給を受けることができる者と戦争公
務扶助料等の支給を受けることができる者との間に、老齢福祉年金の併給制限につ
いて設けられていた前述の差別の程度は少くとも著しく不合理なものとは認め得な
いものであつて、これを憲法一四条一項に違反するものということはできない。
なお、その後、戦争公務による公的年金の受給権者に対する福祉年金の併給制限が
数次に亘る国民年金法の改正の都度緩和されてきたことは、別表（二）ないし
（四）に記載のとおりであり（なお、一般の公的年金の受給権者に対する福祉年金
の併給制限及び一般所得のある者に対する福祉年金の併給制限もそれぞれ緩和され
てきたことも右に記載のとおりである。）、特に、准士官以下にかかる者について
は昭和四六年一一月から、中尉以下にかかる者については昭和四七年一〇月から、
大尉以下にかかる者については昭和四八年一〇月一日から、それぞれ併給制限が撤
廃されることになつた（国民年金法施行令五条の二第二項、同五条の三参照）こと
は、国民年金法施行令改正の経過に徴して明らかであるが、これによつて生じたと
ころの、一般の公的年金の支給を受けることができる者と戦争公務扶助料等の支給
を受けることができろ者との間の、老齢福祉年金の併給制限についての差別の程度
と雖も、叙上説示したところによれば、少くとも、著しく不合理なものとはいい得
ないものである。
（六）　以上のとおりであつて、増加非公死扶助料と、戦争公務扶助料等との同視
ないしは戦争公務扶助料等の中に占める国家補償的部分の無視ないしその過少評価
に立脚するものと認められる控訴人の前記主張は採用できない。
４　以上に説示したところによれば、一般の公的年金受給による老齢福祉年金の併
給制限規定は憲法一四条に違反するものということはできず、従つてこれと反対の
前提に立つて本件支給停止処分が無効であるとする控訴人の主張は理由がない。
三　なお、仮りに、控訴人の主張の如く、国民年金法の一般の公的年金受給による
老齢福祉年金の併給制限規定が憲法二五条一項又は同法一四条に違反し、従つて右
併給制限規定を根拠としてなされた本件支給停止処分が違法であつたとしても、本
件支給停止処分に存した右の違法が明白であつたとは到底認め難いので、所詮控訴
人の右主張は失当なものである。
第三　結論
以上のとおりであるから、爾余の判断をなすまでもなく、控訴人の本訴請求（当審
で新たに拡張した請求を含む。）は、すべて失当であつて棄却を免れないものであ
る。
よつて、控訴人の本訴請求（当審で新たに拡張した請求を除く。）を棄却した原判
決は相当であつて本件控訴は理由がないので、民訴法三八四条に則り本件控訴（当
審で新たに拡張した請求を含む。
）を棄却することとし、控訴費用の負担について、同法九五条、八九条を適用し
て、主文のとおり判決する。
（裁判官　宮崎富哉　塩崎　勤　村田達生）
別紙
一　控訴人の請求原因
１　控訴人の地位及び控訴人に対し老齢福祉年金支給停止処分がなされた経緯につ
いて
（一）　控訴人は、明治二九年二月三日生れの日本国内に住所を有する日本国民で
あり、七〇歳に達した昭和四一年二月三日に国民年金法（昭和四一年法律第六七号
による改正前のもの。以下、単に「国民年金法」というときはこれをいう。）八〇
条二項本文の規定により、同法七九条の二の老齢福祉年金の受給権を取得した。
（二）　そこで、控訴人は、昭和四一年二月四日北海道知事に対し、老齢福祉年金
の受給権の裁定を申請したところ、北海道知事は、同年同月二五日控訴人に対し、
昭和四一年三月分以降老齢福祉年金の受給権者であることの裁定をした。
（三）　ところで、控訴人は、昭和四一年二月当時左記のような事情により、公的
年金給付である恩給法（昭和四一年法律第一二一号による改正前のもの。以下、単
に「恩給法」というときはこれをいう。）七三条、七五条一項三号に基づくいわゆ
る増加非公死扶助料として年金八万一一五四円を受給していた。
（１）　控訴人は、大正六年三月一〇日訴外Ａと婚姻した。
（２）　Ａは、明治三七年八月六日陸軍第七師団工兵第二中隊に入隊し、陸軍一等
卒としてＱ将軍の指揮下で日露戦争における旅順渡辺山攻撃に参加したが、同年一



二月二三日の戦闘において、敵兵の射撃により右腰部に盲管銃創を受けて第一師団
野戦病院に収容され、翌明治三八年二月一五日帰郷し、明治三九年三月二〇日失格
原因なくして除隊するに至つた。しかし、Ａの腰部には小銃弾が残留し、そのため
右腰部、右下肢部に疼痛を訴え、手術の効なく頭内もうろう、歩行困難、運動神経
麻痺などの症状を呈して不具廃疾となり、廃人同様の余生を送り、昭和三二年五月
二〇日死亡した。
Ａが廃人同様の余生を送つたとの点については、原審では、被控訴人はこれを認め
ていた（昭和四五年一一月六日付被控訴人準備書面一の２の（一）項参照）にもか
かわらず、当審では後記のとおりこれを否認するに至つたが、これは自白の撤回で
あり、控訴人は右自白の撤回については異議がある。
（３）　Ａは、昭和二八年一一月二日恩給法（昭和二九年法律第一六五号による改
正前のもの。）四五条に基づく普通恩給と同法四六条に基づく増加恩給の受給権の
裁定を受け、その後死亡までその支給を受けていたが、その死亡当時の年金額は、
普通恩給二万〇二〇〇円、増加恩給二万一八〇〇円、合計四万二〇〇〇円であつ
た。
（４）　Ａの死亡により、控訴人は、恩給法（昭和三二年法律第一五四号による改
正前のもの。）七三条、七五条一項三号に基づき増加非公死扶助料を受給するに至
つたが、その昭和四一年二月当時の年金額が八万一一五四円であつたことは前述の
とおりである。
（四）　ところで、国民年金法七九条の二第六項（同法六五条一項、三項準用）に
よれば、年額二万四〇〇〇円以上の公的年金給付を受けている老齢福祉年金受給権
者に対しては、老齢福祉年金（当時の金額は一万五六〇〇円であつた。）の支給を
停止する旨定められていたところ、北海道知事は、昭和四一年二月二五日、控訴人
に対し、控訴人がその当時既に右二万四〇〇〇円をこえる八万一一五四円の増加非
公死扶助料を受給していることを理由として、老齢福祉年金の支給を停止する旨の
処分（以下「本件支給停止処分」という。）をした。
２　本件支給停止処分の無効事由について
（一）　憲法二五条一項違反について
（１）　憲法二五条一項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営
む権利を有する。」と規定し、更に同条二項は、「国は、すべての生活部面につい
て、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
と規定している。これはわが旧憲法をも含めて従来諸国の憲法や権利宣言がいわゆ
る自由権的基本的人権の保障を主眼としたのに対し、憲法が単にこの種の自由権的
人権の保障のみにとどまらず、国家権力の積極的な施策に基づき国民に対し「人間
に値する生存」を保障しようとして、いわゆる生存権的基本的人権の保障に関して
規定したものであると解せられる。
いわゆる基本的人権の観念が認められて以来、一八、九世紀においては国民が個人
の生命、自由、幸福を追求することに対する国家権力の干渉を排除すること、特に
個人の財産権を保障することをもつて基本的人権の主要な内容となし、国家からの
自由をその本質とするものと考えられていたが、二〇世紀に至り、単に国家の干渉
からの自由を保障することは消極的意味を有するにとどまり、これのみでは国民に
よる真の生命、自由、幸福追求の目的達成のためには不十分であり、国家権力の積
極的な配慮、関与による国民の「人間に値する生存」の保障が不可欠であるという
考え方が強くなつて、各国憲法にも生存権、勤労の権利、勤労者の団結権、団体行
動権等いわゆる生存権的基本的人権を保障する傾向を生じ、わが憲法もまたその流
れの中にある。即ち単に自由権的基本的人権をしかも極めて不完全にしか保障して
いなかつた旧憲法から一段の飛躍を遂げ、二七条に勤労権、二八条に勤労者の団結
権、団体行動権を保障すると共に、前記二五条の規定を置いたのである。この憲法
二五条一項は国に対しすべて国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことが出
来るように積極的な施策を講ずべき責務を課して国民の生存権を保障し、同条二項
は同条一項の責務を遂行するために国がとるべき施策を列記したものである。
もし国にしてこれら条項の規定するところに従いとるべき施策をとらないときはも
とより、その施策として定め又は行うすべての法律、命令、処分にしてこの憲法の
条項の意味するところを正しく実現するものでないときは、等しく本条の要請をみ
たさないものとの批判を免れないのみならず、もし国がこの生存権の実現に努力す
べき責務に違反して生存権の実現に障害となるような行為をするときは、かかる行
為は無効と解しなければならない。
（２）　被控訴人は、公的年金受給による老齢福祉年金の支給制限は、国民年金と



他の公的年金との機能的調整に由来するものとされる。しかし、老齢福祉年金も、
他の公的年金もその機能を充分に発揮しておらず、それだけ単独では憲法の保障す
る最低限度の生活を営むには足りないものといわなければならない。そして機能の
充分な発揮がないからこそ被控訴人自身がいうように、場合によつては両者を併給
しているのであり、それは機能的調整というより不完全な両制度が互いに補完し合
つて憲法二五条の実現を目指しているものに外ならない。また、社会保障の目標が
国家財政を指導すべきものであつて、国家財政が社会保障の実現を阻止するものと
なるべきではない。いずれにしても国民年金法における老齢福祉年金制度も憲法二
五条の実現を目指すものである。
してみれば、両者ともに結局は憲法二五条の問題なのであつて、すべてが補完し合
つてもその目的を達することのできない現状では、老齢福祉年金と他の公的年金と
の併給を禁止すべきではない。
（３）　右のとおりであるから、老齢福祉年金受給権者が他の公的年金給付を受け
ることができるときには、原則として、老齢福祉年金の支給を停止する旨定めた国
民年金法七九条の二第六項及びこれが準用する限りにおいての同法六五条一項は、
憲法二五条一項に違反し無効であり、従つてこれに基づく本件支給停止処分は無効
である。
（二）　憲法一四条違反について
（１）　一般所得を有する者との差別の不合理性
国民年金法七九条の二第六項で準用される六五条六項は、労働、資産などにより年
間二二万円未満の一般所得がある場合には老齢福祉年金の支給を認めているのに、
同法七九条の二第六項の準用する同法六五条一、三項によればその収入が公的年金
給付によるものである場合には、それが年額二万四〇〇〇円以上であるというだけ
で老齢福祉年金の支給を停止している。本件支給停止処分はそのためになされたも
のであるが、これは不合理な差別扱いである。殊に戦争により不具廃疾となりそれ
以外の原因で死亡した夫をもつ控訴人のような妻が、一般の老人より不利益に取扱
わなければならない理由はなく、一般の老人と同様の権利は当然認められるべきで
ある。老齢福祉年金の支給制限をなすに際し、その所得の種類によつて差別するこ
とは許されない。
（２）　戦争公務による公的年金受給者との差別の不合理性
国民年金法七九条の二第六項の準用する同法六五条一、三項によれば、老齢福祉年
金の受給権者が公的年金の給付を受けることができるときには、公的年金給付の額
が二万四〇〇〇円以上のときは老齢福祉年金の支給を停止し、公的年金給付の額が
二万四〇〇〇円未満であるときは、老齢福祉年金のうち、二万四〇〇〇円と公的年
金給付の額との差額に相当する額の支給を停止しないものとされていたのである
が、国民年金法七九条の二第六項の準用する同法六五条一、五項によると、老齢福
祉年金の受給権者が受ける公的年金が戦争公務による公的年金（以下、これを「戦
争公務による公的年金」という。いわゆる、戦争公務扶助料を含む。）である場合
には、右公的年金の額が一〇万二五〇〇円以上であれば老齢福祉年金の支給を停止
するが、右公的年金の額が一〇万二五〇〇円未満であるときは、老齢福祉年金のう
ち、一〇万二五〇〇円と公的年金給付の額との差額に相当する額の支給を停止しな
いものとしていた。これは、老齢福祉年金受給権者のうち、戦争公務による公的年
金受給者を戦争公務による公的年金以外の公的年金（以下、これを「一般の公的年
金」という。）の受給者よりも不当に優遇するものである。けだし国民年金法の制
度目的及び老齢福祉年金の性格、機能からみて、戦争公務による公的年金の特殊性
を老齢福祉年金と他の公的年金との併給調整に反映させることは、全く合理性がな
いし、また、戦争公務による公的年金には生活保障的部分以外に精神的損害の賠償
部分が含まれるという特殊性があるとしても、その特殊性は、恩給法自体で年金額
が高く定められているという形で充分考慮され実現されており、これをさらに国民
年金法の併給制限の関係においてまで考慮することは、戦争公務による公的年金受
給者を二重に優遇することとなるからである。控訴人のような増加非公死扶助料受
給者、殊に控訴人の亡夫Ａのように当時の公務に起因する傷病が不具廃疾に達し、
廃人同様の余生を送りながら死亡の直接の原因は他にある者の遺族である控訴人の
ような者と、戦死者の遺族であるいわゆる、戦争公務扶助料受給者との間に、右の
併給の制限について差別を設けることは全く不合理なものである。控訴人のような
遺族にとつて、不具廃疾となつた夫をかかえて長年月にわたり家計を支えてくるこ
とは、戦死者の遺族の労苦と何ら変るところはなく、ある意味ではかえつて辛苦に
満ちたものであるといえるからである。要するに、老齢福祉年金と他の公的年金と



の併給制限を設けるとすれば、すべての公的年金につき一率に同額の併給限度額を
定めるべきであり、併給制限をしないのなら、すべての公的年金につき併給制限を
してはならない。併給制限に差等を設けること自体なんらの合理的根拠もない以
上、併合限度額の格差の程度は問題とならない。
（３）　よつて、国民年金法七九条の二第六項及びこれが準用する限りにおいての
同法六五条一、三項は、憲法一四条に違反し無効であり、従つてそれに基づく本件
支給停止処分は無効である。
３　被控訴人の老齢福祉年金の支払義務について
（一）　前記２に述べたとおり、本件支給停止処分は、憲法二五条一項及び一四条
に違反して無効であるから、控訴人は、前記老齢福祉年金受給権の裁定に基づき昭
和四一年三月分以降の老齢福祉年金の支給を受ける権利を有する。
（二）　ところで、昭和四一年三月以降における国民年金法の改正経過と老齢福祉
年金額が逐年増額されていつた経過は別表（二）ないし四記載のとおりである。
（三）　そして、老齢福祉年金は、各年度の一月ないし四月分は、当該年度の五月
末日、各年度の五月ないし八月分は、当該年度の九月末日、各年度の九月ないし一
二月分は翌年度の一月末日にそれぞれ支給されることになつている。なお、昭和四
九年九月における老齢福祉年金の支払については、昭和四九年法律第六三号による
国民年金法の一部を改正する法律附則四項により、同月分までの分を支払うものと
するものとされた。
（四）　よつて、被控訴人が昭和四一年五月以降昭和五一年九月までの間に控訴人
に対して支給すべき老齢福祉年金額は、別表（一）のとおりとなる。
４　被控訴人の後記主張に対する反論
（一）　被控訴人は、公的扶助制度と社会保険制度との制度目的、役割の相違を強
調する立場にたち、老齢福祉年金制度の受給制限の妥当性、合理性を判断するにあ
たり生活保護制度と同次元では論じられないと主張するが、右主張は観念的論理で
あつて排斥されるべきである。現実には多くの老人達は乏しい貯蓄、物価高、住宅
不足などの生活苦の中で親族扶養や厳しい公的扶助の下で僅かな老齢福祉年金も生
活必需の資にあてることを余儀なくされている。このような現状を前提とすると
き、社会保障全般の立ち遅れているわが国にあつては老齢福祉年金制度と生活保護
制度を峻別していく形式論理的な考察だけではなく、実態に即した実質的考察を加
味すべきである。
この点において、右事情に加え、廃疾となつた夫Ａをかかえて生計を維持してきた
控訴人の労苦は十分に斟酌されるべきである。
（二）　被控訴人は、裁判所が老齢福祉年金の支払いを命ずる判決をするがごとき
は、裁判所が立法府に代つて、老齢福祉年金の受給者に対して従来の法令に根拠の
ない権利を賦与する新たな立法をするに等しいもので、司法権の範囲を逸脱すると
主張する。
しかし、本件控訴人の場合には、老齢福祉年金の受給権者であることは争いがな
く、かつ、老齢福祉年金額は法定されており、単に知事の違憲、無効な本件支給停
止処分により、支給を停止されているに過ぎないのであるから、本件支給停止処分
の効力を否定すれば、当然老齢福祉年金全額の支払いを命ずる判決なすべきことに
なる。新たな立法をなすに等しいなどとは評しえない。被控訴人の見解は、立法の
不備のしわよせを国民に押しつけ、司法の職責の放棄を主張するもので、とうてい
容認できない。
５　結論
よつて、控訴人は、被控訴人に対し、控訴の趣旨（二）項に記載のとおり、昭和四
一年三月分から昭和五一年八月分までの老齢福祉年金の合計四六万二八〇〇円及び
これに対するそれぞれの支払月の末日の翌日から支払ずみまで民法所定年五分の割
合による遅延損害金の支払を求める。
二　請求原因に対する被控訴人の答弁
１　請求原因に対する認否
（一）　請求原因１の（一）、（二）は認める。同（三）の中、（２）めＡが廃人
同様の余生を送つたとの点は否認し、その余（（２）の後段を除く。）はすべて認
める。同（四）は認める。
（二）　請求原因２はいずれも争う。
（三）　請求原因３の（一）は争う。同（二）及び同（三）はいずれも認める。同
（四）は争う。
２　被控訴人の主張



（一）　憲法二五条違反の主張について
（１）　国民年金法に定める老齢福祉年金の支給制限及び併給の概略
本件支給停止処分当時から今日まで、本件に関連する法規が数回にわたつて改正さ
れているが、支給制限及び併給の趣旨等は前後変わらないから、老齢福祉年金の性
格等を述べるまえに、本件支給停止処分がなされた昭和四一年二月当時の国民年金
法、国民年金法施行令（昭和四一年政令第二〇四号による改正前のもの。以下単に
「国民年金法施行令」というときはこれをいう。）の規定に基づいて支給制限等の
概略を明らかにする。
老齢福祉年金の額は、年額一万五六〇〇円である（同法七九条の二第三項）が、そ
の受給権者が他の公的年金給付（同法五条二項参照）を受けている場合、老齢福祉
年金の支給は停止される（同法七九条の二第六項、六五条一項）。しかし、他の公
的年金額が老齢福祉年金額より低額であれば、その差額は支給停止とならず、他の
公的年金とともに併給される（同法七九条の二第六項、六五条四項）。
老齢福祉年金の受給権者が、恩給法に基づく増加恩給、同法七五条一項二号に規定
する扶助料、その他国民年金法施行令五条の二第一項に定める給付であつて、同令
五条の二第二項に定める者の受給する公的年金即ち、戦争公務による公的年金を受
給している場合には、この年金と老齢福祉年金との合計額が一〇万二五〇〇円未満
であれば、老齢福祉年金の全額が併給され、右合計額が一〇万二五〇〇円をこえる
ならば、老齢福祉年金のうちそのこえる部分の支給が停止される、換言すれば、老
齢福祉年金額からこえる部分を控除した残額が併給される（同法七九条の二第六
項、六五条五項）。
次に、老齢福祉年金の受給権者の前年の所得が二二万円以上ある場合、その年の五
月から翌年四月まで右年金の支給が停止される（同法七九条の二第六項、第六五条
六項、同法施行令第六条）。
（２）　老齢福祉年金の位置、性格及び目的
（イ）　公的扶助制度と社会保険制度
公的扶助制度は、憲法二五条に定める理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生
活を営みえなくなつた国民に対し、その原因を問わず最低限度の生活を保障する制
度である。これは、わが国においては生活保護法の定めるところである。この制度
によつて、すべての国民は、最終的には健康で文化的な最低限度の生活が担保され
る建前がとられている。つまり、公的扶助制度（生活保護制度）は、現に窮乏の状
態にある者に対し、最低生活の保障を行なおうとするものであるから、その所得の
保障は「必要に応じて」なされるべきものであつて、具体的には予め国家が最低生
活の基準を定めておいて所得がその水準に達しない者に対して、その不足分を金銭
または現物を給付して補うという建前がとられている。従つて、その保障をなすに
際しては、現に窮乏の状態にあるか否か、すなわち自力では健康で文化的な最低限
度の生活を営みえないか否かの最終行政庁の判定（具体的には、資産調査及び収入
調査等）が前提となることが、この制度の特色である。
これに対し、社会保険制度は、通常その生活を脅かす老齢、廃疾、死亡その他所得
の喪失、経済上の負担を招来する事故に際し、そこに生ずる生活上経済上の脅威に
対して、国家的な保険技術を通しその危険を大量的に分散しつつ救済を図ることを
目的とする制度であり、いわば事前的な防貧施策的性格を有するものである。わが
国では、国民年金法、厚生年金保険法等の定める制度がこれにあたる。この制度と
公的扶助制度との基本的な差異は、公的扶助がその財源を一般財源に依存している
のに対して、社会保険は被保険者及び事業主からの保険料等の形式による特定の拠
出金に依存していること、更には、公的扶助の場合には、受給者や給付金額が個々
的に基準に照らして行政庁が認定することによつて初めて定まるのに対し、社会保
険の場合、これらの点が法律上明定され、給付が一般的に定型化されており、行政
庁の個々のケースに対する判断介入の余地が極めて限られていることの二点であ
る。
従つて、公的扶助及び社会保険両制度における所得の保障は、それぞれの目的に照
らし、その役割分担を異にしている。即ち、社会保険においては、事故の際の生活
のよりどころとするため、保険料との相関関係を考慮しながらそれぞれの社会保険
の目的に応じた給付を行なおうとするものであり、公的扶助は、最低限度の生活を
保障するという絶対的な水準を確保しようとするものである。
従つて、社会保険制度の重要な柱である国民年金制度の一に該るところの老齢福祉
年金制度の受給制限の妥当性、合理性を生活保護制度と同一の次元で論じえないと
いうことをまず留意すべきである。



（ロ）　国民年金制度
わが国の年金制度は、昭和三六年の国民皆年金制の実施及び通算年金通則法の施行
によつて、国民だれでもがいずれかの年金制度の恩恵を受ける国民皆年金の体制と
なつた。即ち、一般民間被用者は厚生年金保険に、国家公務員、地方公務員及び公
共企業体の職員はそれぞれ共済組合に、また一般民間被用者のうち農林漁業団体職
員や私立学校の教職員もそれぞれの共済組合に加入し、その余の自営業者、農民等
は国民年金に加入することとなつており、それぞれの制度は、加入者の保険料拠出
を中心に運営される保険方式が採られている。特に国民年金についていうならば、
国民年金は、老齢廃疾または死亡によつて、国民生活の安定がそこなわれることを
国民の共同連帯によつて防止することを目的とするものであつて（国民年金法一
条）、拠出制の年金を基本とし、他の公的年金制度に加入していない者を対象とす
る目的で、他の年金制度に加入していない自営業者、農民等を被保険者とし、毎月
一定の保険料を納付する建前をとつている。そして、年金給付の種類は、老齢、通
算老齢、障害、母子、準母子、遺児及び寡婦の七種類があり、そのうち老齢年金
は、法定の年令と拠出期間のみを支給要件とし、受給権者の稼得状況や所得資産状
況を全く問わないこととされている。
（ハ）　老齢福祉年金
国民皆年金となつた昭和三六年以後将来に向つては、年金的保障が全国民に及ぶと
いいうるわけであるが、国民年金制度が保険料拠出を前提とする制度である以上、
年金の受給には当然に一定の資格期間が必要とされるところから、制度発足時にす
でに高齢であつた者、つまり明治四四年四月一日以前に生まれた者は、今後の保険
料拠出によつて資格期間を満たすことが困難であるため、保険制度の建前上これら
の者を被保険者から除外することとした（同法七四条参照）。しかしながら、これ
らの者に対しては、国民皆年金体制をより実のあるものにし、あまねく年金制度の
恩恵をゆきわたらせるという趣旨から、無拠出であつても全額国庫負担で年金を支
給することとした（同法第八〇条）。これがいわゆる経過的福祉年金といわれるも
のである。
即ち、老齢福祉年金は、国民年金制度が保険方式をとつている建前から、その対象
となしえない老齢者に対する経過的暫定的な制度であり、当然国民年金制度の範疇
に含まれるものであつて、公的扶助とはその性格を異にしている。
老齢福祉年金は、憲法二五条二項の規定に基づく国の積極的な社会保障施策とし
て、国民年金制度の発足に伴い、保険制度の建前上、その対象となり得ない老齢者
に対し、その日々の生活に潤いを与えて、生活をより豊かなものとするためにその
所得の一部を保障する意味で支給されるものなのである。
国民は、すべて老齢者であると否とにかかわらず、私産、私的扶養、そして最終的
には公的扶助たる生活保護の制度によりいわゆる最低限度の生活が確保されること
になつている（生活保護法一条ないし四条）が、老齢福祉年金の制度は、これによ
つて老人の健康で文化的な最低限度の生活を保障しようとするものではなく、この
生活保障は、生活業護法等で満たされる。従つて、老齢福祉年金は、生活保護法に
基づく給付を受給していると否とにかかわりなく、老齢者であれば支給されること
になつているのである。
（３）　公的年金受給による支給制限の理由
国民年金制度は、さきに述べたとおり、憲法二五条二項に規定する理念に基づき、
国民皆年金体制の確立を目ざして設置されたものであつて、本来厚生年金、共済組
合、恩給等の公的年金制度の恩恵に浴さない自営業者、農民等を対象とし、これら
の人々が老齢、廃疾または死亡によつて生活の安定がそこなわれることを国民の共
同連帯（保険方式）によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与
することを目的とする制度である。従つて、厚生年金保険法、船員保険法、恩給
法、国家公務員法、国家公務員共済組合法等被用者年金各法の適用者または被用者
年金各法に基づく年金たる給付、地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金
たる給付等の公的年金の受給者は、国民年金の被保険者となることはできないとさ
れているのである。（同法七条）。つまり、そもそも国民年金制度は、他の公的年
金制度の恩恵に浴しない人々にも年金を普及させる趣旨のもとに創設された制度で
あり、従つて、この年金の適用範囲が右の人々に限定される必然の帰結として、原
則的に他の公的年金を受けている者には、経過的暫定的なものである無拠出の老齢
福祉年金が支給されないのは理の当然というべきであつて、国民年金法七九条の二
第六項は、このことを明確に規定したにすぎない。
また実際上も、一般に公的年金受給者は、老齢福祉年金の額をはるかに上廻る公的



年金給付を受けており、老齢福祉年金を受給することができなくともこれを受給す
る以上の利益を享受しているのであり、また、まれに公的年金の額が二万四〇〇〇
円を下廻つて支給されている場合はその差額に相当する金額の老齢福祉年金が支給
されその調整が図られている。
従つて、公的年金を受けている控訴人は、右の国民年金制度の趣旨、老齢福祉年金
支給の目的からして、老齢福祉年金を受給しえないのであり、国民年金法七九条の
二第六項によつて、控訴人は、老齢福祉年金を受給する具体的権利を有しないわけ
である。
（４）　憲法二五条の趣旨
憲法二五条一項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう
国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものであり、同条二項は、社会
生活の推移に伴う社会的施策の拡充増強に努力すべきことを国家の任務の一つとし
て宣言したものである。それは、主として社会的立法の制定及び実施によるべきで
あるが、かかる生活水準の確保、向上もまた国家の責務の一つとせられたのであ
る。即ち、国家は、国民一般に対して概括的にこのような責務を負担し、これを国
政上の任務としたのであるけれども、直接個々の国民に対して具体的、現実的にか
かる義務を有するものではない（最高裁昭二三年（れ）第二〇五号、同年九月二九
日大法廷判決）。従つて、憲法二五条は、控訴人に対し具体的請求権を保障したも
のではない。
（５）　国民の具体的権利は、憲法二五条二項の規定の趣旨を実現するために制定
された国民年金法によつてはじめて与えられるものであるが、同法は、老齢福祉年
金について八〇条、七九条の二において支給要件を定め、これに該当する者に対し
て支給することとしている。ところで、控訴人は、同法七九条の二第六項によつて
支給要件に該当しないので老齢福祉年金を受給できる具体的権利を有せず、もとも
と控訴人は、憲法二五条によつて右の具体的請求権の保障を受けているわけではな
いから、同法七九条の二第六項、六五条一項が憲法二五条一項に違反するとの控訴
人の主張は失当といわなければならない。
（二）　憲法一四条違反の主張について
（１）　所得による支給制限の合理性
（イ）　老齢福祉年金は社会保険制度の一環としての年金であるから、本来、老齢
者の資産所得等に関係なく支給さるべきものである。それにもかかわらず、国民年
金法が昭和四一年二月当時において二二万円以上の所得を有する者に対し老齢福祉
年金の支給を停止することとしたのは、老齢福祉年金が保険料拠出に対する反対給
付としてではなく、無拠出の全額国庫負担によつて支給される年金であるため、自
己の所得によつてすでにある程度生活に余裕のある者にまでこれを支給する現実的
な必要がないこと、限られた国家財政等を考慮したことによるものである。
（ロ）　公的年金受給による支給制限は、わが国の年金制度における国民年金と他
の公的年金との機能的調整に由来するものであるのに対し、所得による支給制限
は、国民年金における福祉年金制度自体の事由に基づくものであるから、右二つの
支給制限を同一の次元で論ずることは妥当ではなく、従つて、単にその支給制限額
に差異があるということのみで、直ちに併給制限規定が憲法一四条に違反する無効
な規定と断ずるのは、国民年金制度における老齢福祉年金の趣旨を正しく理解して
いないものであつて、控訴人の右のような主張は失当であることが明らかである。
（２）　戦争公務による公的年金を受けている者との差別の合理性
（イ）　戦争公務による公的年金のうち、いわゆる戦争公務扶助料とは、恩給法七
五条一項二号に基づく公務扶助料受給者のうち、国民年金法施行令で定める者が受
給する公務扶助料であつて、戦争による負傷もしくは疾病によつて死亡した旧軍人
等の遺族に対する給付をいうが（恩給法第七五条一項二号、国民年金法施行令五条
の二第一項二号、同条の二第二項の表の二参照）、右の死亡した旧軍人等は、戦地
等酷烈な環境下において生命の危険にさらされつつ公務に従事し、その間に公務に
よる負傷又は疾病のために死亡したものであるから、これらの者の遺族に対し、恩
給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の法令により公務扶助料、遺族年金等の給付
が行なわれることとされている。ところで、戦争公務による死亡者（以下「戦死者
等」という。）は、右に述べたごとく酷烈な環境下で生命の危険にさらされつつ公
務に従事したものであり、更にそのほとんどは国家権力により徴兵され戦地に赴い
たもので、この点において遺族の受けた精神的な苦痛は測り知れないものがあると
推測されるのであつて、国においても、この事情を考慮し、かつ、過ぐる大戦中の
戦死者等が多数にのぼることにかんがみ、とくに戦死者等の遺族に対しては、戦傷



病者戦没者遺族等援護法を制定して、恩給とは別個に年金を支給し、他方、恩給に
おいても公務扶助料の額の計算方法を優遇する等の特別の措置を講じているのであ
る。これらの給付は、戦傷病者戦没遺族等援護法一条において明示されているよう
に、国家補償の精神に基づいて行なわれるものであつて、他の公的年金とその支給
目的及び性格を全く異にするものであり、同一に論ずることはできないものであ
る。そして、このことは、戦争公務による公的年金のうち、戦争公務扶助料以外の
ものについてもあてはまるのである。国民年金法七九条の二第六項で準用される六
五条五項の規定は、戦争公務による公的年金が一般の公的年金給付とは全く性格の
異なるものであるとの認識に立脚しつつ、戦死者等の遺族の置かれた特別の立場に
かんがみ、国家補償の見地から支給される戦争公務による公的年金の受給者に対
し、一定限度内で福祉年金を支給するとの趣旨に出ずるものである。しかして、そ
の限度額については、戦争公務による公的年金の額及び戦争公務による公的年金受
給者の生活感情を考慮したうえ妥当と考えられる額としている。
（ロ）　次に、控訴人の受給する増加非公死扶助料は、増加恩給め支給を受けてい
た旧軍人等又はその支給を受けることができた旧軍人等が、増加恩給の支給事由と
なつた戦争公務による傷病以外の傷病、いわゆる平病によつて死亡したとき、その
遺族に支給されるものである（恩給法七五条一項三号）。控訴人のごとく、平病に
より死亡した者の遺族と戦死者等の遺族とでは、その置かれた立場に大きなへだた
りがあるのはいうまでもなく、この相違に応じて国民年金において併給限度額に差
異を設けたからといつて、その根拠条項である国民年金法六五条一、三、五項及び
それ以後の改正法における同旨の規定が憲法一四条に違反するものではない。
（３）　以上のとおりであるから、老齢福祉年金の受給権者が一定額の公的年金給
付を受けることを理由として、老齢福祉年金の支給を停止することを定めた国民年
金法の併給制限規定は、公的年金受給権者を一般所得を有する者と不当に差別する
ものとはいえず、また国民年金法の右併給制限規定は、増加非公死扶助料を含む一
般の公的年金の受給権者を戦争公務による公的年金受給権者と不当に差別するもの
でもないから、国民年金法の右併給制限規定が憲法一四条に違反する旨の控訴人の
主張は失当である。
（三）　控訴人の給付請求と司法判断の限界
仮りに、国民年金法の併給制限規定が、立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理で
あることが明白であつて、従つて、これを根拠としてなされた本件支給停止処分に
も重大明白な瑕疵があることになり、右処分が無効であるとしても、老齢福祉年金
全額の支払を求める控訴人の本訴請求は以下の理由により棄却されるべきである。
控訴人が主張する本件支給停止処分の主たる無効事由は、老齢福祉年金の併給につ
き一般の公的年金受給者特に増加非公死扶助料受給権者を戦争公務による公的年金
受給権者あるいは一般所得を有する者の場合に比して差別して扱つているのは不合
理な差別であつて憲法一四条に違反するというものである。ところで、一般の公的
年金受給者に対する国民年金の併給制限が戦争公務による公的年金受給者や一般所
得を有する者に対する併給制限に比し、著しく不合理なことが明白なほど低額に押
えられているとしても（数額、程度の問題についてその不合理性が著しくかつ明白
であるとは通常いえないのであろうが）、だからといつて、戦争公務による公的年
金受給者と同じ条件あるいは一般所得者と同じ条件にすべきであるといえないこと
は明らかなのである。このことは、戦争公務による公的年金の中には生活保障的部
分のほかに精神的損害の国家賠償的部分が含まれており、戦争公務による公的年金
受給者と一般の公的年金受給者の併給限度額を等しくするとすれば、今度はかえつ
て、戦争公務による公的年金受給者を不利に扱う結果になることからみても明らか
である。また、併給制限自体が合憲であることは多数の裁判例が判示するところで
もある。
ところで、併給限度額は数額の問題で可分であるから、一般の公的年金受給者に対
する併給限度額が戦争公務による公的年金受給者に対する併給限度額に比べ著しく
不合理なことが明白なほど低額であるとしても、併給制限自体が一切無効なのでは
なく、著しく不合理なことが明白な部分のみ無効といわなければならない。ところ
が、一般の公的年金受給者に対する併給制限が戦争公務による公的年金受給者や一
般所得者の併給制限に比べて著しく不合理なことが明白な部分（数額）はどれだけ
かは、立法府の裁量判断を待つまでもなく一義的に明白であるとは決していえない
のである。従つて、一般の公的年金受給者に対する併給制限が戦争公務による公的
年金受給者に対する併給制限に比べて著しく不合理なことが明白であるとしても、
それが数額において幾らかが裁判所において確定できない以上、老齢福祉年金の全



額の支払、更にはその一部の支払を命ずる判決ができないことは当然である。
かような場合に、裁判所が行える裁判は、精々、本件支給停止処分の無効確認訴訟
において本件支給停止処分の無効確認判決をすることである。無効確認判決がなさ
れれば、行政庁は判決の趣旨に従つて改めて処分を行わなければならず、その際、
判決において根拠法令の一部が違憲、無効とされ、立法府の新たな立法行為を要す
る場合には、行政庁は内閣を通じ新たな法案を国会に提出し、国会の制定する法律
に従つて改めて処分なすべきものである。このような手続を履践することなく、直
ちに裁判所が金銭支払を命ずる判決をするがごときは、まさに裁判所が立法府に代
わつて老齢福祉年金の受給者に対して従来の法令に根拠のない権利を賦与する新た
な立法をするに等しいものであつて、司法権の範囲を逸脱するものといわなければ
ならない。


